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3

3

1

１　目指す姿の進捗度

設問①

件数 比率 件数 比率

28 5.6% 6.8% 6.8 3.8% 3.8 6 8.7% 9.4%

114 22.8% 27.8% 20.9 30.8% 23.1 22 31.9% 34.4%

173 34.6% 42.2% 21.1 38.8% 19.4 24 34.8% 37.5%

61 12.2% 14.9% 3.7 16.2% 4.1 9 13.0% 14.1%

34 6.8% 8.3% 0.0 10.4% 0.0 3 4.3% 4.7%

66 13.2% 3 4.3%

24 4.8% 2 2.9%

500 100.0% 69 100.0%

410 100.0% 52.5 100.0% 50.4 64 100.0%

2 ｃ 2 ｃ 2 ｃ

設問②

件数 比率 件数 比率

43 8.0% 8.7% 8.7 6.9% 6.9 4 5.8% 5.9%

222 41.3% 44.8% 33.6 37.3% 28.0 29 42.0% 42.6%

146 27.2% 29.4% 14.7 30.1% 15.1 21 30.4% 30.9%

59 11.0% 11.9% 3.0 14.5% 3.6 10 14.5% 14.7%

26 4.8% 5.2% 0.0 11.3% 0.0 4 5.8% 5.9%

23 4.3% 1 1.4%

18 3.4% 0 0.0%

537 100.0% 69 100.0%

496 100.0% 59.9 100.1% 53.6 68 100.0%

2 ｃ 2 ｃ 2 ｃ

2.0 ｃ 2.0 ｃ 2.0 ｃ

［評価基準］　得点評価　ａ：７５以上　ｂ：６０以上７５未満　ｃ：４５以上６０未満　ｄ：３０以上４５未満　ｅ：３０未満

【市民・事業者満足度調査　平成２４年５月実施】

3Rの意識が、市民や事業者に浸透し、持続可能なまちづくりがなされている。

１－１　市民実感度評価 １－２　事業者実感度評価

目指す姿

どちらかというとそう思う

どちらかというとそう思わない

わからない

環境にやさしく、自然と都市機能が調和した、住みやすいまち

環境配慮社会の構築

３Ｒ

①3Rの意識が、市民や事業者に浸透し、持続可能なまちづくりがなされている。
②市民・事業者との協働により、資源とごみの分別が適切になされるなど、ごみ処理のルールが守られ、ごみの発生の少ないまちになってい
る。

まちづくりの目標

施策の大綱

基本施策

前回得点評価 回答 得点評価

そう思う そう思う 9.4

回答 得点評価

どちらかというとそう思う 25.8

どちらとも言えない どちらとも言えない 18.8

どちらかというとそう思わない 3.5

そう思わない そう思わない 0.0

わからない

無回答 無回答

総数 総数

有効回答数 有効回答数 57.4

評価① 評価①

市民・事業者との協働により、資源とごみの分別が適切になされるなど、ごみ処理のルールが守られ、ごみの発生の少ないまちになっている。

回答 得点評価 前回得点評価 回答 得点評価

そう思う そう思う 5.9

どちらかというとそう思う どちらかというとそう思う 32.0

どちらとも言えない どちらとも言えない 15.4

どちらかというとそう思わない どちらかというとそう思わない 3.7

そう思わない そう思わない 0.0

わからない わからない

無回答 無回答

総数 総数

有効回答数 有効回答数 57.0

評価② 評価②

事業者実感度評価市民実感度評価
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２－１　指標評価

№

担当課

担当課

担当課

［評価基準］　達成度①：「増加目標」・達成度②：「減少目標」　達成度　ａ：８０%以上　ｂ：５０%以上８０%未満　ｃ：３０%以上５０%未満　ｄ：０%超３０%未満　ｅ：０%以下

３－１　市民の役割分担状況 ３－３　事業者の役割分担状況

件数 比率 件数

297 55.3% 58.6% 7 10.1% 10.6%

148 27.6% 29.2% 14 20.3% 21.2%

46 8.6% 9.1% 23 33.3% 34.8%

9 1.7% 1.8% 8 11.6% 12.1%

7 1.3% 1.4% 14 20.3% 21.2%

30 5.6% 3 4.3%

537 100.0% 69 100.0%

507 100.0% 66 100.0%

4 ａ 2 ｃ

【市民・事業者満足度調査　平成２４年５月実施】

評価 評価

有効回答数 85.5 有効回答数 47.0

少し取り組んでいる

総数 総数

あまり取り組んでいない 0.4 あまり取り組んでいない

無回答 無回答

3.0

全く取り組んでいない 0.0 全く取り組んでいない 0.0

環境に配慮した商品を取り扱っている。

得点評価

4.5 少し取り組んでいる

58.6 十分取り組んでいる

17.4

15.9

回答

10.6

21.9 取り組んでいる

十分取り組んでいる

639

［目標設定パターン］　pA：生駒のありたい姿を示す理想的な水準として設定、pB：国県の目標等に合わせて設定、pC：全国平均水準にあわせて設定、
　　　　　　　　　　　　　　pD：過去のトレンド等を踏まえた実現可能な努力目標として設定

目標が未達成（ｃ以下）の場合の理由

得点評価 回答 比率

設問
場所・時間など決められたごみ出しのルールを守り、分別に取り組ん
でいる。

設問

ｃ

612

達成度② 評価

ａ

事業所から出される事業系ごみの年
間総排出量。
生駒市一般廃棄物（ごみ）処理基本計
画の目標値（平成25年度までに、排出
量推計値（10,058t）の25%削減）を踏ま
え、事業者への働きかけや啓発等を
通じて、ごみの減量化、リサイクル等
を促進します。

613

H24年度設定目標
H24年度客観目標

587

H20

目標設定
パターン

19.516.9

8,721

達成度②

40%

H24年度設定目標
H24年度客観目標

H24

直近値

H24年度設定目標
H24年度客観目標

H20

評価

この指標について

一般家庭から出される一人一日あたり
のごみの排出量。
生駒市環境基本計画の目標値（平成
30年度　573g＝平成19年度（673g）比
の15％減少）を踏まえ、啓発等を通じ
て市民の意識を高め、ごみの排出そ
のものが減少していくことを目指しま
す。

計画当初値

H20

指標の動向

目指す値

H24

目指す値

直近値 目指す値

H25

一般廃棄物処理事業概要 調査サイクル １年
目標設定
パターン

pA

指標名

目標が未達成（ｃ以下）の場合の理由

直近値

指標の把握方法（数値の出所）

606

102%

1 一般家庭の一
人一日あたり
のごみの排出
量（ｇ）

環境
事業
課

指標区分

重点指標

アウトカム

調査サイクル １年

H25

計画当初値

9,439

7,544

-59% ｅ

9,279

評価

重点指標

アウトカム

指標区分

目標設定
パターン

17.5

7,779

pA 目標が未達成（ｃ以下）の場合の理由

指標の把握方法（数値の出所） 一般廃棄物処理事業概要

＜外的要因の有無：■有　□無＞
廃棄物処理手数料の値上げ及び原則指定袋制の導入により前年比593ｔ減少し設定目標は
達成したが、市内での経済活動等が活発化したため客観目標より排出量が増加した。

H25

25.0

ｃ

計画当初値

23.4アウトカム

ごみの再資源
化率（％）

発生したごみの内、びん・缶・ペットボ
トルや集団資源回収などの資源として
回収されるものの割合。
生駒市一般廃棄物（ごみ）処理基本計
画の目標値（平成25年度までに、再資
源化率25%）を踏まえ、再資源化率の
上昇を目指します。

H24

指標区分

重点指標

達成度①

調査サイクル指標の把握方法（数値の出所） 一般廃棄物処理事業概要

客観指標評価

＜外的要因の有無：□有　■無＞
プラの分別収集や事業系ごみで可燃ごみより安価な資源用ごみ袋を作成するなどにより設定
目標は上回ったが、分別収集啓発の不足により客観目標は未達成となった。

１年

取り組んでいる

pA

2

環境
事業
課

3

環境
事業
課

事業所からの
事業系ごみの
排出量（ｔ）

612

587

604

639

625 621

550

570

590

610

630

650

H20 H21 H22 H23 H24 H25

9,439

1

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

H20 H21 H22 H23 H24 H25

17.5

1

0

5

10

15

20

25

30

H20 H21 H22 H23 H24 H25

9,279

8,721 8,743

9,425

9,872

9,439

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

H20 H21 H22 H23 H24 H25

17.5

19.5

16.9 16.3 16.7 18.0

0

5

10

15

20

25

30

H20 H21 H22 H23 H24 H25
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３－２　地域活動等の役割分担

評価

ｂ

［評価基準］　ａ：十分取り組んでいる　ｂ：取り組んでいる　ｃ：少し取り組んでいる　ｄ：あまり取り組んでいない　ｅ：全く取り組んでいない

３－４　行政の役割分担

（１）市民・地域活動等・事業者が役割を果たせるよう支援する取組

Ａ　部の仕事目標設定事業

取組№ 評価 区分 担当課

11 ｃ 指標 環境事
業課

14 ｂ その他 環境事
業課

15 ａ 実施計
画

環境事
業課

ｂ

［評価基準］　進捗状況　ａ：目標を上回る達成状況　ｂ：達成済又は実施済み　ｃ：取組みを進めているが目標に達していない　ｄ：事業の検討や計画を開始している　ｅ：着手できていない

Ｂ　経常的実施計画事業

取組№ 担当課

11 環境事
業課

12 環境事
業課

13 環境事
業課

14 環境事
業課

15 環境事
業課

16 環境事
業課

ごみの不法投棄を防止するため、市民へ
の啓発活動を実施します。

広報周知

環境フェスティバルなどのイベントを通じ
て、ごみの適正な処理についての啓発・
指導を行います。

広報やホーム
ページを確認
し、リサイクルに
協力する。

啓発を受け、レ
ジ袋削減に努め
る。

広報啓発

ガラス製食器の
リユース・リサイ
クル事業の実施

NPOと協働で実
施している、陶
磁器食器及びガ
ラス製食器のリ
ユース・リサイク
ル事業を推進
し、さらなる環境
負荷の軽減・循
環型社会の構築
を図る。

進捗上の課題事業内容取組項目 事業名

具体的内容 達成状況

事業系一般廃棄
物の減量化のた
め、ごみ処理手
数料の重量制の
値上げに加え、
指定ごみ袋制の
導入を促進す
る。

市民・地域活動等・事業者が役割を果たせるよう支援する取組状況

ごみ減量・発生
抑制に関する市
民活動を行いや
すい環境の整
備、活動支援を
行います。

事業者が積極
的に行うごみ減
量・発生抑制の
取組（事業等）
を支援します。

（事業所）指定
袋等、定められ
た分別排出を行
う。

拠点回収を3ヶ
所で各1回/月
実施
(平成25年3月）

（ＮＰＯ）市と協
働し、リユース・
リサイクル事業
を行う。

今年度末の
目標水準

容リプラ･廃棄紙
の分別収集等
について、自治
会などへの説明
会の実施及び
広報紙等での
啓発を行う。
(平成25年3月）
一人一日あたり
のごみ排出量
587ｇ

・市民団体等が自らごみの分別を徹底する。
・ごみ減量及び陶磁器や資源ごみの回収などのリユース・リサイクル
についての自主的な活動を行う。

集団資源回収の数が平成１７年度１２０団体が平成２４年度には１４６団体に
なった。
平成２４年度の陶磁器製及びガラス製食器のリユース、リサイクル量は４８，
６６３kgとなった。また、平成２４年度から小家具やおもちゃ等のリユース事業
に新たに取り組み、３，３００Ｋｇをリユースした。

ごみ減量効果な
どを市民に周知

(市民）広報を読
むことや自治会
説明会に出席
するなどして、ご
みの削減につな
がる排出方法を
学び、分別に取
組む。

未達成の理由
行政以外の
主体の役割

役割項目 役割分担状況

広報や自治会説明等に
より啓発したが、この手
法での目標達成は限界
であり、今後は新たなリ
デュース施策を検討する
必要がある。

一人一日あたりのごみ
排出量612ｇ（平成25年3
月）

昨年10月に事業系ごみ
の指定袋の導入及び値
上げを実施した。

事業系ごみ排出量
9,279t（平成25年3月）

予定通り実施できたとと
もに、利用者数やリユー
スも増加している。

フリーマーケット
を利用し、ごみ
減量及び分別
の啓発を行う。

関心の低い市民への啓発

レジ袋削減キャンペーン
がマンネリ化している。

不用となった食
器を食器市に持
ち込む。また、
分別して排出す
る。

指定袋で分別・
排出する。

広報やホームページにより啓発を行う。ま
た、市内をパトロールし不法投棄防止を
図る。

不法投棄を発
見した場合、市
に通報する。

取組項目

ごみの減量及び
リサイクルの推
進等を、自治会
等での説明・広
報紙などを通じ
て市民に周知
し、「循環型社
会」「低炭素社
会」の構築に寄
与する。

資源ごみのリサ
イクル方法やご
み減量効果を
広報紙等により
周知します。

事業名

事業所から排出
される事業系ご
みの排出量の
抑制

広報やホームページのほか、環境事業課
が作成する「いこまごみ半減隊」を通じて
資源ごみのリサイクル等について周知す
る。

平成２３年５月に策定した「ごみ半減プラ
ン」を広く周知するために、ごみ収集車に
印刷物を貼り付けＰＲする。また、近隣の
１０市とともに毎年１回、生駒駅前におい
てレジ袋削減キャンペーンを実施し、マイ
バッグ持参を呼びかけるとともに市民へア
ンケートを行うなど啓発を行う。さらに、平
成２４年度には、事業所に対しレジ袋削減
の取り組みについてのアンケートを行い、
今後の対策を検討する。

平成24年10月
から原則、有料
指定ごみ袋制
の導入
事業系ごみ排
出量
9,439t

ごみ減量・発生抑制に関する啓発活動や
情報提供を行います。

資源ごみのリサイクル方法やごみ減量効
果を広報紙等により周知します。

啓発

行政以外の
主体の役割

事業者が積極的に行うごみ減量・発生抑
制の取組（事業等）を支援します。

事業系指定ごみ袋 可燃用ごみ袋より資源用ごみ袋の価格を
安くすることにより、分別の取り組みを促
進する。

ごみ減量・発生抑制に関する市民活動を
行いやすい環境の整備、活動支援を行い
ます。

陶磁器製及びガラス製
食器リユース・リサイクル

資源の有効活用及び埋立処分量の削減
を図るため、陶磁器製及びガラス製食器
について、リユース・リサイクル事業を市
民団体、事業者及び市の協働で実施す
る。

年４回実施する環境フリーマーケットにお
いて、ごみ減量及び分別の啓発コーナー
を設け意識啓発を行う。

環境フリーマーケット
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（２）行政が主体的に実施する取組状況

Ａ　部の仕事目標設定事業

取組№ 評価 区分 担当課

ａ 指標 環境事
業課

ｃ 実施計
画

環境事
業課

ｃ その他 環境政
策課

22 ａ その他 環境事
業課

24 ｂ その他 環境事
業課

ａ その他 環境事
業課

ａ その他 環境事
業課

ｂ その他 環境事
業課

ｂ 実施計
画

環境事
業課

ｂ

［評価基準］　進捗状況　ａ：目標を上回る達成状況　ｂ：達成済又は実施済み　ｃ：取組みを進めているが目標に達していない　ｄ：事業の検討や計画を開始している　ｅ：着手できていない

Ｂ　経常的実施計画事業

取組№ 担当課

21 環境事
業課

22 環境事
業課

清掃リレーセン
ター及び清掃セ
ンターの処理能
力の維持・向上
を図りながら、
施設の適正な
管理・運営に努
めます。

取組項目 事業名

モデル実施によ
るごみ半減化の
取組
(平成24年10月
試行）

達成状況

正常運転を維持すること
ができた。

適正な維持管
理
正常運転日数：
365日

現状把握及び指導
15回/年

大阪湾フェニックス処理
単価が平成24年度から3
割程度値上がりしたが、
前年比87%となり、目標
を大きく下回ることがで
きた。

回収量
再資源化率
17.5％
（前年比10%増）

・BDF精製量は、使用車
両の廃止等による生産調
整、精製装置（真空ﾎﾟﾝ
ﾌﾟ）の故障等により目標
値を下回った。
・回収量は、前年実績
（5,850L）を上回っている
が、更なる周知を図る。

25

清掃リレーセンターにリサイクル
センター機能を付加するため、検
討委員会を設置する。

廃食用油の燃料化

リサイクル拠点
の整備

廃家電の収集
及び集積業者
に対する指導

生駒市清掃セン
ターの適正な長
期包括運営委
託業務の遂行
管理

21 資源ごみの適
正な分別、回収
するシステムの
整備を推進し、
リサイクル拠点
の整備及びＢＤ
Ｆの利活用を図
ります。

資源ごみの分
別及び回収する
システムを整備
し、再資源化率
を向上

環境負荷の低
い、柔軟で効率
的なごみ収集処
理システムの構
築を図ります。

廃家電等を有価物として回収して
いる事業者に対し、対象物が廃
棄物に該当しないかの現状把握
を行うとともに、市民からの通報
等にも適時対応し、廃棄物と認め
られる場合は指導等を行う。

長期包括運営業務委託による清
掃センター維持管理業務が適正
に実施されるための監視を行う。

具体的内容

ごみ処分費の削減のため、安価
な大阪湾フェニックスへの適正処
理困難物を搬入する。

BDF精製量 7,560L
使用公用車 3台
廃食用油回収量 6,067L

集団資源回収を推進し、燃やす
ごみを削減する。

・廃食用油回収量増にむけて啓
発を図るとともにバイオディーゼ
ル燃料（BDF）精製装置を効率的
に活用してBDFの精製量を上げ
る。
・精製したBDFの公用車等での利
用を促進する。

精製目標
15,000L
（平成25年3月）
BDF使用公用車
6台
廃食用油回収
目標
12,000L
（平成25年3月）
（生駒市回収）

時期は遅れたが、懇話
会を開催した。

未達成の理由
今年度末の
目標水準

現状把握及び
指導
3回/年

再資源化率19.5％
（平成25年3月）

検討委員会の
設置・検討
（平成24年6月）

27 家庭ごみの排
出抑制を図るた
め、ごみ処理コ
ストに係る負担
のあり方に関す
る検討を進めま
す。

資源ごみの適正な分別、回収するシステ
ムの整備を推進し、リサイクル拠点の整
備及びＢＤＦの利活用を図ります。

ごみの収集運
搬業務契約の
締結

ごみ有料化等検討委員会の提言
により、ごみ半減推進会議（仮称）
を設置し、ごみ半減トライアル計
画（仮称）を試行的に実施する。

プラスチック製容器包装の更なる
分別に向けて、広報や自治会を
通じて市民の方々に周知する。

ごみ半減推進
会議（仮称）の
設置

適正処理困難
物処分経費
前年比5％削減

10月から市内3地区でモ
デル実施することができ
た。

契約候補者選定委員会による候
補者の選定を行い、ごみ収集運
搬業務委託契約を締結する。

収集量 600t
(平成25年3月）

プラスチック製
容器包装分別
収集事業を全
市を対象に実施
する。

大阪湾フェニッ
クス搬入事業

事業内容

行政が主体的に実施する取組状況

清掃リレーセンターの整備

進捗上の課題

ごみ収集ルートの見直しによる清掃センターへの
直送に伴い、清掃リレーセンターをリユース・リサイ
クル拠点として整備を行う。

事業名

不法投棄防止パトロールのほか、違法行為を行っ
た使用済家電製品等回収業者に対して指導を行
う。

ごみの不法投棄を防止するため、不法投
棄防止パトロールや事業者への指導を実
施します。

契約の締結 候補者の選定を行い、
契約を締結した。

広報等を通じ市民に啓
発した結果、目標を上回
る637tを収集するととも
に、残渣率も前年を下回
ることができた。

ごみの不法投
棄を防止するた
め、不法投棄防
止パトロールや
事業者への指
導を実施しま
す。

不法投棄防止パトロール等

取組項目
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23 環境事
業課

24 環境事
業課

25 環境事
業課

26 環境事
業課

27 環境事
業課

４　総合評価

［評価基準］　Ａ：目標が十分に達成されている　Ｂ：目標がかなり達成されている　Ｃ：目標がそこそこ達成されている　Ｄ：目標があまり達成されていない　Ｅ：目標が達成されていない

５　総合計画審議会の意見

事　業　者

市　　　　民 ｂ ａ

地域活動等 ｂ

現状の課題と今後の取組
（内部評価がD以下の場合記入）

進捗状況の内部評価
についての意見

今後の取組についての意見
前年度

最終評価
Ｃ

内部評価を変更した場合の理由 最終評価

ａ

ｂ

ｃ

総合評価　（主担当課の内部評価） Ｂ Ｃ Ｃ

ｂ ｂ

３　役割分担
　　状況

ｂ

ｃ ｃ

ｂ

ｂ

主体的な取組 ａ

↑
２（客観）と３（行政）の評価に

２ランク以上の乖離がある場合の原因分析
↓

事業系ごみの排出量については（指
標）平成20年度より大規模店舗等で
減量化計画書の提出を求めている
が、啓発及び指導不足が原因

行　政
支援する取組 ｂ

↑
１（市民）と２（客観）の評価に

２ランク以上の乖離がある場合の原因分析
↓

ｄ ｃ ｃ２　客観指標評価

１　目指す姿の進捗度
市民実感度 ｃ

事業者実感度 -

①まごころ収集　②大型ごみ及び
燃えないごみ戸別電話リクエスト
③プラスチック製容器包装の分別
収集及び可燃ごみ収集体制の見
直し　④集団資源回収の拡充　⑤
大型ごみ等のリユース

家庭ごみの排出抑制を図るため、ごみ処
理コストに係る負担のあり方に関する検
討を進めます。

市民一人ひとりのごみ減量化やリサイク
ルなどについての意識を高めるため、学
校等での環境教育の充実を図ります。

市民・事業者・行政の協働による取組を図
るため、市全体のごみ排出状況をはじ
め、市民活動等の情報共有システムなど
の基盤整備を図ります。

環境負荷の低い、柔軟で効率的なごみ収
集処理システムの構築を図ります。

①高齢者や障害者の負担の軽減を図るため、ご
みの玄関先での収集を実施するとともに安否確認
を行い在宅生活の支援を行う。　②平成２２年１０
月より、これまでのステーション方式から電話リク
エスト方式による戸別収集に切り換え、市民の利
便性の向上を図る。　③プラスチック製容器包装の
分別収集を全市で実施するとともに、可燃ごみの
収集体制を見直し、効果的・効率的な収集体制の
確立を図る。　④対象品目に、かばんやくつ、ミック
スペーパーを追加することにより、資源化を促進す
る。　⑤清掃リレーセンターに持ち込まれた大型ご
み等の中で、使用できるものについて市民に有償
で提供し、リユースを促進する。

ｃ ｃ

①一日環境教室　②ごみ収集体
験学習

ごみ半減トライアル計画

広報等

ｃ ｃ

新たに集団資源回収の
対象品目に加わった、か
ばん、くつ、ミックスペー
パーの回収がまだ十分に
されていない。

モデル地区において、ごみ半減のための事業を行
い、その有効性を検証する。

①小学生とその保護者を対象として開催。ごみ処
理の現状と分別排出の大切さを学んでもらうた
め、ごみ処理施設等を見学してもらう。　②小学校
４年生を対象に家庭ごみの正しい出し方の説明や
ごみ収集車による体験学習を行い、ごみの減量化
やリサイクルに対する意識を向上させるとともに環
境教育の充実を図る。

広報やホームページでごみ排出状況や市民活動
等を周知する。

H22 H23 H24

受託者による現場の改善
改良が進む一方で、基準
値を超える排出状況が発
生しているため、監視を
強化し、受託者の能力の
向上を図る必要がある。

清掃リレーセンター及び清掃センターの処
理能力の維持・向上を図りながら、施設の
適正な管理・運営に努めます。

生駒市清掃センター長期包括運
営委託事業

清掃センターの管理･運営について、長期間（１０
年間）包括的に運営維持管理業務を委託する方
式で、施設の安定した操業を実現しつつ、民間事
業者の事業範囲を広げ、創意工夫を発揮させ単
年度分離発注に比べコスト縮減を図ることを目的
とする。　　（事業期間　平成２３年４月１日から平
成３３年３月３１日）

一日環境教室は、平成22
年度まで年々申込者が
減少し、ニーズが低くなっ
ていると思われるため、
23年度から取りやめた。



第５次生駒市総合計画　進行管理検証シート 332環境保全活動

3

3

2

１　目指す姿の進捗度

設問①

件数 比率 件数 比率

9 1.7% 2.5% 2.5 2.1% 2.1 1 1.6% 1.8%

59 11.2% 16.1% 12.1 24.1% 18.1 12 19.0% 21.4%

217 41.1% 59.3% 29.6 52.6% 26.3 19 30.2% 33.9%

58 11.0% 15.8% 4.0 11.7% 2.9 14 22.2% 25.0%

23 4.4% 6.3% 0.0 9.5% 0.0 10 15.9% 17.9%

143 27.1% 7 11.1%

19 3.6% 0 0.0%

528 100.0% 63 100.0%

366 100.0% 48.2 100.0% 49.4 56 100.0%

2 ｃ 2 ｃ 1 ｄ

設問②

件数 比率 件数 比率

21 4.2% 5.1% 5.1 3.3% 3.3 3 4.8% 5.2%

102 20.4% 24.6% 18.4 26.4% 19.8 9 14.3% 15.5%

193 38.6% 46.5% 23.3 42.2% 21.1 24 38.1% 41.4%

60 12.0% 14.5% 3.6 15.0% 3.8 13 20.6% 22.4%

39 7.8% 9.4% 0.0 13.1% 0.0 9 14.3% 15.5%

65 13.0% 5 7.9%

20 4.0% 0 0.0%

500 100.0% 63 100.0%

415 100.0% 50.4 100.0% 48.0 58 100.0%

2 ｃ 2 ｃ 1 ｄ

2.0 ｃ 2.0 ｃ 1.0 ｄ

［評価基準］　得点評価　ａ：７５以上　ｂ：６０以上７５未満　ｃ：４５以上６０未満　ｄ：３０以上４５未満　ｅ：３０未満

【市民・事業者満足度調査　平成２４年５月実施】

評価② 評価②

市民実感度評価 事業者実感度評価

総数 総数

有効回答数 有効回答数 43.1

わからない わからない

無回答 無回答

どちらかというとそう思わない どちらかというとそう思わない 5.6

そう思わない そう思わない 0.0

どちらかというとそう思う どちらかというとそう思う 11.6

どちらとも言えない どちらとも言えない 20.7

評価① 評価①

得点評価

そう思う そう思う 5.2

回答 得点評価 前回得点評価 回答

市民一人ひとりが環境に配慮して行動している。

無回答 無回答

総数 総数

有効回答数 有効回答数 41.1

そう思わない そう思わない 0.0

わからない わからない

どちらとも言えない どちらとも言えない 17.0

どちらかというとそう思わない どちらかというとそう思わない 6.3

そう思う そう思う 1.8

どちらかというとそう思う どちらかというとそう思う 16.1

１－１　市民実感度評価 １－２　事業者実感度評価

回答 得点評価 前回得点評価 回答 得点評価

まちづくりの目標

環境基本条例及び環境基本計画に基づき、市民・事業者・行政が協働して環境負荷の少ないまちづくりが図られている。

環境にやさしく、自然と都市機能が調和した、住みやすいまち

①環境基本条例及び環境基本計画に基づき、市民・事業者・行政が協働して環境負荷の少ないまちづくりが図られている。
②市民一人ひとりが環境に配慮して行動している。

基本施策

施策の大綱 環境配慮社会の構築

環境保全活動

目指す姿
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２－１　指標評価

№

担当課

担当課

担当課

［評価基準］　達成度①：「増加目標」・達成度②：「減少目標」　達成度　ａ：８０%以上　ｂ：５０%以上８０%未満　ｃ：３０%以上５０%未満　ｄ：０%超３０%未満　ｅ：０%以下

３－１　市民の役割分担状況 ３－３　事業者の役割分担状況

件数 比率 件数

212 40.2% 41.5% 6 9.5% 10.2%

158 29.9% 30.9% 28 44.4% 47.5%

102 19.3% 20.0% 16 25.4% 27.1%

26 4.9% 5.1% 5 7.9% 8.5%

13 2.5% 2.5% 4 6.3% 6.8%

17 3.2% 4 6.3%

528 100.0% 63 100.0%

511 100.0% 59 100.0%

4 ａ 3 ｂ

環境
政策
課

2

環境
政策
課

指標区分

参考指標

取り組んでいる

十分取り組んでいる

あまり取り組んでいない

環境活動参加
人数［累計］
（人）

目標が未達成（ｃ以下）の場合の理由

アウトプット

指標区分

pA

目標設定
パターン

目標が未達成（ｃ以下）の場合の理由

余剰電力を電力会社に売電している住
宅用太陽光発電システムの設置基数
の累計。
地球温暖化防止対策として推進すると
ともに、市民の地球環境への関心の高
さが数値となって表れるため、設置補助
などの取組を通じて、年間80基程度の
増加を目指します。

指標の把握方法（数値の出所）

［目標設定パターン］　pA：生駒のありたい姿を示す理想的な水準として設定、pB：国県の目標等に合わせて設定、pC：全国平均水準にあわせて設定、
　　　　　　　　　　　　　　pD：過去のトレンド等を踏まえた実現可能な努力目標として設定

調査サイクル関西電力㈱にシステムの設置累計数を提供依頼

得点評価 回答

客観指標評価

＜外的要因の有無：□有　□無＞

1年

調査サイクル 1年

H25

30,029

H24年度設定目標
H24年度客観目標 評価

58,500

達成度①

実施したイベント等への参加者数を累計

直近値

ａ

評価

H20

計画当初値

886
358%

1,120

590

H24年度設定目標
H24年度客観目標

アウトカム

pD

重点指標

pA 目標が未達成（ｃ以下）の場合の理由
＜外的要因の有無：□有　□無＞

87%

目標設定
パターン

生駒市環境基本計画推進会議が主催
又は共催する講座や行事への参加者
の延べ人数。生駒市環境基本計画に
基づき、10年間で生駒市の総人口（平
成19年時点で 117,000人）と同数になる
ことを目指します。

ａ

3

環境
政策
課

目標設定
パターン

指標の把握方法（数値の出所）

住宅用太陽光
発電システム
設置基数［累
計］（基）

重点指標

960

H25H24

1,649

達成度①

計画当初値

H20

39,499

H24

4,000

直近値

1,094

直近値

目指す値

ａ

1年

目指す値

アウトプット

＜外的要因の有無：□有　□無＞

出前授業の参加人数

達成度①

1,100
ａ115%

調査サイクル

計画当初値

市職員等が実施する環境についての出
前講座の受講者数。
学校での環境教育や、個人、家庭レベ
ルでの環境改善に向けた取組を推進す
るために実施しており、受講者だけでな
く、その家族・知人への波及も期待でき
ることから、受講者数の増加を目指しま
す。

1,339

44,875

H21

目指す値

評価

H25

1,4001,375

出前講座受講
者数（人）

指標区分

1

回答

H24年度設定目標
H24年度客観目標

H24

指標の動向指標名 この指標について

設問 エコバッグを使用するなど環境に配慮した買い物をしている。 設問 事業所で省資源・省エネルギーに取り組んでいる。

指標の把握方法（数値の出所）

23.2 取り組んでいる 35.6

得点評価

41.5 十分取り組んでいる 10.2

比率

1.3 あまり取り組んでいない 2.1

少し取り組んでいる 10.0 少し取り組んでいる 13.6

無回答 無回答

全く取り組んでいない 0.0 全く取り組んでいない 0.0

有効回答数 75.9 有効回答数 61.4

総数 総数

評価 評価

1,100

1,094

400

1,027

2,287

1,375

0

400

800

1,200

1,600

2,000

2,400

2,800

H20 H21 H22 H23 H24 H25

26,447

4,000
13,029

39,499

30,029

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

H21 H22 H23 H24 H25

1,350

1,120

1,649

590
810

1,060

500

1,000

1,500

2,000

H20 H21 H22 H23 H24 H25
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［評価基準］　得点評価　ａ：７５以上　ｂ：６０以上７５未満　ｃ：４５以上６０未満　ｄ：３０以上４５未満　ｅ：３０未満

【市民・事業者満足度調査　平成２４年５月実施】

３－２　地域活動等の役割分担

評価

ｂ

［評価基準］　ａ：十分取り組んでいる　ｂ：取り組んでいる　ｃ：少し取り組んでいる　ｄ：あまり取り組んでいない　ｅ：全く取り組んでいない

３－４　行政の役割分担

（１）市民・地域活動等・事業者が役割を果たせるよう支援する取組

Ａ　部の仕事目標設定事業

取組№ 評価 区分 担当課

11 ａ その他 環境政
策課

12 ｂ その他 環境政
策課

14 ａ 実施計
画

環境政
策課

16 ａ 指標 環境政
策課

ａ 指標 環境政
策課

住宅用太陽光発
電システム設置
費補助金の交付
事業を継続しま
す。

市民・事業者の
積極的かつ主体
的な環境活動を
支援するための
環境活動支援事
業を推進しま
す。

住宅用太陽光発
電システム設置
補助の拡充

市民、事業者、
行政で構成する
環境基本計画推
進組織を設立
し、計画に基づく
事業を円滑に推
進します。

防犯灯・街路灯
のLED化

自治会管理の全
防犯灯を市に移
管した上で、市管
理の防犯灯・街
路灯の一部とあ
わせて、一斉に
LED化を図る。

11月19日～21日に開催
23自治体、8NGO、学識
者など総参加者数 延べ
約285人
※12自治体等の連携組
織「環境首都創造ネット
ワーク」を発足

補助金交付の拡充
 ・100,000円/件
 ・当初150件から補正予
算等で300件に拡大
交付件数　299件

17 住宅用太陽光発
電システム設置
者への補助金に
ついて、補助単
価・補助件数を大
幅に拡充し、環境
に対する意識啓
発とエネルギー
循環型社会の構
築を目指す。

（市民・団体・事
業者）
ECO-net生駒の
活動を通じて生
駒市環境基本計
画を推進する。

環境基本計画の
推進

環境首都創造自
治体全国フォー
ラムの開催

環境白書など情
報発信体制の充
実を図ります。

・市民、市民団
体、事業者及び
生駒市で構成す
る生駒市環境基
本計画推進会議
（ECO-net生駒）
の安定した運営と
事業推進の充実
を図る。
・生駒市環境基
本計画推進会議
「ECO-net生駒」
や環境地域協議
会「ECOMA」との
協働により環境
配慮市民養成講
座、ECOMAカー
ニバルなどの行
事、環境シンポジ
ウムの開催など
環境啓発を推進
する。

標記フォーラムを
11月に生駒市で
開催し、全国から
参加する自治
体、研究機関、事
業者等との連携
の基盤づくりを行
う。

・会員数120
・事業開催数20
環境活動参加人
数 13,000人
・市民養成講座
・ECOMAカーニ
バル
・環境シンポジウ
ム
・ECO-net生駒各
部会開催行事等

参加自治体、事
業者等との連携
による具体的提
案を行う

(事業者・研究団
体)行政と連携し
てフォーラムで
の発表を行う。

・会員数129
・事業開催数32
環境活動参加人数
13,052人
・市民養成講座
・ECOMAカーニバル（環
境ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ）
・環境シンポジウム
・ECO-net生駒各部会開
催行事
・スカイウォーク
・どんどこまつり
・竜田川クリーンキャン
ペーン
・環境フリーマーケット

未達成の理由

補助金交付の拡
充
100,000円/件
交付予定件数
150件

具体的内容 達成状況

・地域での学習会等を実施する。
・環境行政及び事業者の環境に配慮した事業の進捗状況を評価・提言
する。

取組項目

（市民）
住居に太陽光発
電システムを設
置する。
ECO-net生駒が
普及を図る「わ
が家の環境家計
簿」に継続的に
取り組み、状況
を報告する。

自治会管理の防
犯灯（約1万灯）、
市管理の防犯
灯・街路灯（約1
千灯）のLED化を
完了

役割項目 役割分担状況

・地域で学習会が実施され、地域からのご要望により、市職員も講師として参
加している。
・生活排水対策に係る出前講座の実施、まちをきれいにする条例に基づく環境
美化推進員の選任など、個別分野での自治会との連携による取組も進めてい
る。
・本市も参画している生駒市環境基本計画推進会議の会員として、事業の進
捗状況を確認しながら、協働により環境行動に取り組んでいる。

事業名
今年度末の
目標水準

行政以外の
主体の役割

地球温暖化など
について、小・中
学校での出前講
座を通じて各家
庭の周知を図
り、環境行動の
促進を目指しま
す。

環境行動の促進 地球温暖化対策
などについて、
小・中学校での出
前講座を通じて
各家庭への周知
を図り、環境行動
の促進を目指
す。

出前講座受講者
数 1,100人

（市民）
LED防犯灯が切
れている場合自
治会や市民から
連絡を行う。

防犯灯・街路灯の一斉
LED化を年度内に完了。
市による一括管理に移
行。
 ・11,620灯（市管理分：
1,172灯 自治会管理分：
10,448灯）
※灯具と工事の分割発
注等により約1億7千万円
の予算節減

（市民）
出前講座によっ
て得た情報・知
識を家庭や地域
で共有し、環境
行動に取り組
む。

出前講座受講者数
1,375人
 ・地球温暖化対策：2回
延べ164人
 ・生活排水対策：6回 延
べ177人
 ・雨水活用：市立保育園
4園実施 314人
 ・ごみ収集体験：7回 720
人
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ｂ その他 環境政
策課

ａ

Ｂ　経常的実施計画事業

取組№ 担当課

11 環境政
策課

12 環境政
策課

15 環境政
策課

16 環境政
策課

17 環境政
策課

［評価基準］　進捗状況　ａ：目標を上回る達成状況　ｂ：達成済又は実施済み　ｃ：取組みを進めているが目標に達していない　ｄ：事業の検討や計画を開始している　ｅ：着手できていない

（２）行政が主体的に実施する取組状況

Ａ　部の仕事目標設定事業

取組№ 評価 区分 担当課

ａ その他 環境政
策課

節電対策の推進

達成状況 未達成の理由

環境基本計画推進事業

行政以外の
主体の役割

市民、事業者、行政で構成する環境基本計
画推進組織を設立し、計画に基づく事業を
円滑に推進します。

（市民）
住居に太陽光発
電システムを設
置する。
ECO-net生駒が
普及を図る「わ
が家の環境家計
簿」に継続的に
取り組み、状況
を報告する。

（市民・団体・事
業者）
各主体の特性を
活かしつつ連携
して温暖化防止
に取り組む。

環境情報の収集・発信 本市の環境施策の現状について、環境白
書として取りまとめ、市内公共施設、各学
校、各種団体に配布するとともに、ホーム
ページで環境情報の発信を行う。
また、「環境自治体会議」や「環境首都創造
自治体全国フォーラム」などの全国規模で
の自治体組織に参加することにより、情報
の共有化を図るとともに、地球環境問題の
解決に向けて取り組む全国の自治体と共
通目標を掲げることによって、更なる環境
施策の充実を図る。

（市民）
発信される情報
から、市及び
ECO-net生駒が
推進する環境施
策に関心を持
ち、一人ひとりが
環境行動に取り
組む。

地域ぐるみで行う地球温暖化防止等の環
境保全（ＣＯ２排出量の削減等の取組）を
効果的に推進するため、地域住民・団体、
事業者、ＮＰＯ、行政等で構成される生駒
市環境地域協議会「ＥＣＯＭＡ」の活動の推
進を図ります。

環境白書など情報発信体制の充実を図り
ます。

雨水タンクの設置
者に補助金を交
付し、雨水の再利
用の促進を図る
とともに環境に対
する意識啓発を
行う。補助金交付
件数を拡大し、さ
らに普及に努め
る。

補助金交付の拡
充
補助率1/2
上限20,000円
交付予定件数
100件

雨水タンク設置
補助の拡充

取組項目 事業名

（市民・団体・事
業者）
ECO-net生駒の
活動を通じて生
駒市環境基本計
画を推進する。

進捗上の課題

ECO-net生駒の運営補助を行うとともに、
市民（団体）、事業者と対等に参画すること
により、同組織の事業推進を図る。

夏場の特別節電対策「い
こま節電プロジェクト」を
実施済み（7/2～9/28）
※目標：公共施設（7～8
月）の電力使用量をH22
年度比15％削減
※実績：市庁舎（7～8月）
の電力使用量H22年度比
27.3％削減
※省エネ家電買換え補
助・市民節電グランプリを
実施

電力需給状況を
踏まえた削減目
標を設定し、達
成する

（市民）
小・中学校で学
んだ児童が家庭
で環境行動に取
り組む。

今年度末の
目標水準

地球温暖化対策などについて、小・中学校
での出前講座を通じて各家庭への周知を
図り、環境行動の促進を目指します。

環境行動の促進 様々な環境問題や環境行動等を知ること
ができる機会づくりのために、定期的に環
境シンポジウムを開催するとともに、ECO-
net生駒など環境推進団体等が実施する出
前講座等の環境講座が円滑に開催できる
ように、情報の提供や場所等の確保など必
要な支援を行う。

市民・地域活動等・事業者が役割を果たせるよう支援する取組状況

個人レベルでの環境行動
を促す啓発はもとより、自
主的な地域活動やECO-
net生駒への参画につなが
るような情報発信・共有が
求められる。

（市民）
住居に雨水タン
クを設置する。
「わが家の環境
家計簿」の継続
的な取組に努め
る。

事業内容

補助金交付の拡充
補助率1/2
上限20,000円
交付件数　90件

環境地域協議会「ECOMA」は平成24年度
に廃止され、地球温暖化対策推進法で位
置づけられる地域協議会として現在は環境
基本計画推進会議「ECO-net生駒」が活動
を行っている。

自然エネルギー活用補助
事業

地球温暖化防止（ＣＯ2削減）の促進や循環

型社会を構築するため、住宅用太陽光発
電システム及び雨水タンクの設置に補助金
を交付するとともに、効率的な利活用の普
及を図るための調査を行う。太陽光発電シ
ステム設置補助金の平成24年度実績は、
申請件数　300件、交付件数　299件、交付
総額　29,900,000円（予算総額　30,000,000
円）であった。また、雨水タンク設置補助金
の平成24年度実績は、申請件数 95件、交
付件数 90件、交付総額 1,383,000円（予算
総額　1,000,000円）であった。

住宅用太陽光発電システム設置費補助金
の交付事業を継続します。

取組項目 事業名 具体的内容

夏季及び冬季の節電目標を適切に
設定し、効果的な対策により達成す
る。

23 市の業務全般に
わたる環境配慮
を行うため、環
境マネジメントシ
ステムを導入し
ます。
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ｂ その他 環境政
策課

ｃ その他 環境政
策課

ｂ その他 環境政
策課

ｂ

Ｂ　経常的実施計画事業

取組№ 担当課

環境政
策課

環境政
策課

23 環境政
策課

24 環境政
策課

［評価基準］　進捗状況　ａ：目標を上回る達成状況　ｂ：達成済又は実施済み　ｃ：取組みを進めているが目標に達していない　ｄ：事業の検討や計画を開始している　ｅ：着手できていない

南コミュニティセ
ンターへの太陽
光発電設備の整
備

廃食用油の燃料化

ｼｽﾃﾑの設置を完了
・最大出力4.19ｋW
・40型ｶﾗｰﾓﾆﾀｰによる啓
発

事業名

・廃食用油回収量増にむけて啓発を
図るとともにバイオディーゼル燃料
（BDF）精製装置を効率的に活用し
てBDFの精製量を上げる。
・精製したBDFの公用車等での利用
を促進する。

太陽光発電設備
の整備を完了

南コミュニティセンターに太陽光発電
設備を設置し、消費電力の削減と環
境啓発を行う。

BDF精製量 7,560L
使用公用車 7台
廃食用油回収量 6,067L

精製目標
15,000L
（平成25年3月）
BDF使用公用車
6台
廃食用油回収目
標
12,000L
（平成25年3月）
（生駒市回収）

LAS-E第2ス
テージ第1ステッ
プの認証取得に
向けた取組の実
施

・BDF精製量は、使用車両
の廃止等による生産調整、
精製装置（真空ﾎﾟﾝﾌﾟ）の故
障等により目標値を下回っ
た。
・回収量は、前年実績
（5,850L）を上回っている
が、更なる周知を図る。

事業内容

・8月22日LAS-E第1ス
テージ第3ステップの認証
取得
・第2ｽﾃｰｼﾞ第1ｽﾃｯﾌﾟに向
けた目標設定・取組を実
践
→環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ推
進会議の監査を受け概
ね良好な実施状況である
との評価を得た

進捗上の課題

地球規模の環境問題や長
期的なエネルギー政策な
ど、市民の意識が高まる
中、職員のスキルアップが
一層求められる。

行政が主体的に実施する取組状況

21 環境教育の推進 市民、事業者、学校等に対し環境教育の振興や体
験機会、情報提供を行うことにより、地域における環
境問題への取組の定着と拡大を図り、一人ひとりの
環境保全活動の活発化を目指し、持続可能な社会
の実現を図る。市民に対しては、各自治会をはじめ
あらゆる市民団体を通じ、また、次代を担う子どもた
ちに対しては学校を通じて、NPO等との連携を図り
つつ出前講座を行い、今後における市民自らの環
境に優しい行動の実践を喚起し、また、持続可能な
社会の創造に主体的に参画できる人材の育成を目
指す。平成24年度は、1中学校8小学校4保育園5団
体、延べ約1,400人を対象として実施した。

24 新たなエネル
ギー（バイオマ
ス、太陽光、雨
水など）を利活
用する取組の調
査・検討を進め
ます。

環境マネジメント
システムの推進

・市民や事業者等の参画のもと、目
標設定や監査を実施するとともに、
本庁をはじめすべての市施設を対
象とした環境マネジメントシステムを
推進する。
・行政としてエコオフィス活動、協働
型活動の定着を目指し、市民・事業
者においては環境活動推進の基盤
づくりを目指す。

BDF適合車が、旧式の
ディーゼルエンジンに限ら
れることや、BDF使用車の
故障から需要が減じ、廃食
用油の利活用について検
討中

市の業務全般にわたる環境配慮を行うた
め、環境マネジメントシステムを導入しま
す。

環境マネジメントシステムの運用 平成22年12月に導入した、環境自治体スタンダード
（LAS-E）の規格に基づく生駒市環境マネジメントシ
ステムの運用を継続する。LAS-Eの主な特長は、目
標設定及び監査に市民、事業者が参画することで
あり、生駒市環境マネジメントシステムの運用を通じ
て、エネルギー使用量、ごみ排出量の削減等のエコ
オフィスづくりの取組だけでなく、市民、事業者との
協働による幅広い環境行動の推進を図る。
・平成24年度監査対象所属等合計：132

平成24年度に第1ステップ
第3ステージを達成したが、
第2ステージへの準備を行
うとともに職員への周知を
図りたい。

市民一人ひとりの環境に対する認識を高めることを
目的として、市内在住の小、中学生を対象に環境啓
発をテーマに絵画を募集し、応募作品の展示会を行
うと共に優秀作品を用いた環境啓発カレンダーを作
成し、配布することで啓発を行う。
（平成24年度）
エネルギー問題や節電意識の高揚を図るために、
環境啓発絵画を募集し434作品の応募があった。市
内公共施設において応募作品の展示会を実施する
とともに、優秀作品を用いた環境カレンダーを作成、
配布し、啓発を図った。

取組項目

本市で回収している廃食用油をバイオディーゼル燃
料（BDF）として活用し、化石燃料の使用量軽減と循
環型社会の形成を図る。平成24年度にはBDFを
7,560 精製し、公用車等7台へ供給している。

小・中学校での出前講座など、環境教育を
推進します。

新たなエネルギー（バイオマス、太陽光、雨
水など）を利活用する取組の調査・検討を
進めます。

BDF精製事業

環境啓発カレンダーの作成
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４　総合評価

［評価基準］　Ａ：目標が十分に達成されている　Ｂ：目標がかなり達成されている　Ｃ：目標がそこそこ達成されている　Ｄ：目標があまり達成されていない　Ｅ：目標が達成されていない

５　総合計画審議会の意見

内部評価を変更した場合の理由 最終評価

現状の課題と今後の取組
（内部評価がD以下の場合記入）

進捗状況の内部評価
についての意見

今後の取組についての意見
前年度

最終評価
Ｂ

ａ

主体的な取組 ａ ｂ ｂ

総合評価　（主担当課の内部評価） Ｃ Ｃ Ｃ

ｂ

事　業　者 ｂ ｂ ｂ

ｂ

↑
２（客観）と３（行政）の評価に

２ランク以上の乖離がある場合の原因分析
↓

指標の設定に原因がある。No.1につい
ては、学校カリキュラムの変更により、
講座回数が減少した。No.2については、
天候の影響を大きく受けたことが挙げら
れる。

３　役割分担
　　状況

市　　　　民 ｂ ａ

地域活動等 ｂ

行　政
支援する取組 ａ ａ

ｃ ａ２　客観指標評価

↑
１（市民）と２（客観）の評価に

２ランク以上の乖離がある場合の原因分析
↓

環境行動を促進するための取組につ
いて、特に事業者への浸透と連携の
拡充が必要な状況。

行政と市民との協働はある程度知られ
ているが、事業者に対しては働きかけ
が弱いと思われる。環境基本計画推進
会議への参加と協働を求めていく。

１　目指す姿の進捗度
市民実感度 ｃ ｃ

事業者実感度 - ｄ

ｃ

H22 H23 H24

ｄ

ａ

ａ
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3

4

1

１　目指す姿の進捗度

設問①

件数 比率 件数 比率

35 6.5% 7.2% 7.2 4.8% 4.8 3 3.9% 4.1%

176 32.8% 36.4% 27.3 32.6% 24.5 20 26.0% 27.0%

152 28.3% 31.5% 15.7 30.8% 15.4 18 23.4% 24.3%

67 12.5% 13.9% 3.5 14.6% 3.7 15 19.5% 20.3%

53 9.9% 11.0% 0.0 17.2% 0.0 18 23.4% 24.3%

37 6.9% 3 3.9%

17 3.2% 0 0.0%

537 100.0% 77 100.0%

483 100.0% 53.8 100.0% 48.3 74 100.0%

2 ｃ 2 ｃ 1 ｄ

2.0 ｃ 2.0 ｃ 1.0 ｄ

［評価基準］　得点評価　ａ：７５以上　ｂ：６０以上７５未満　ｃ：４５以上６０未満　ｄ：３０以上４５未満　ｅ：３０未満

【市民・事業者満足度調査　平成２４年５月実施】

２－１　指標評価

№

担当課

担当課

1,606

H24

1,303

H20

H24年度設定目標
H24年度客観目標

H24

H25

62.2

達成度①

ａ

64.4

評価

92%
62.7

62.0

1,743

目指す値直近値

１年毎

＜外的要因の有無：□有　□無＞

調査サイクル工事等により整備された人口の積上げ

1

指標の動向

下水道普及率
（％）

H25H20

56.0

直近値計画当初値 目指す値

目標が未達成（ｃ以下）の場合の理由

pD

指標区分

下水
道推
進課

目標設定
パターン

合併処理浄化
槽設置補助基
数［累計］（基）

アウトプット

重点指標

アウトプット

pD

目標設定
パターン

施策の大綱

計画当初値

指標の把握方法（数値の出所）

基本施策

目指す姿

指標名

合併処理浄化槽の設置に対して補助
を行った基数の累計。
当面の間、下水道の整備が見込まれ
ない地域においては、補助制度により
合併処理浄化槽の設置を促進すること
で、生活排水対策を行います。

指標区分

環境にやさしく、自然と都市機能が調和した、住みやすいまち

この指標について

総人口に対する下水道整備区域内人
口の割合。
国・県の上位計画と整合を図りなが
ら、汚水処理施設の整備についての基
本計画を今後策定し、計画的な整備に
より、普及率の向上を目指します。

生活環境の整備

生活排水対策

下水道や合併処理浄化槽が普及し、生活排水や事業所排水が適正に処理され、川のきれいな住みよいまちとなっている。

まちづくりの目標

1年毎

86%

＜外的要因の有無：□有　□無＞

ａ

達成度①H24年度設定目標
H24年度客観目標

調査サイクル合併処理浄化槽設置に対して補助を行った基数の累計

1,591

1,655

評価

2

下水
道管
理課

目標が未達成（ｃ以下）の場合の理由

指標の把握方法（数値の出所）

参考指標

下水道や合併処理浄化槽が普及し、生活排水や事業所排水が適正に処理され、川のきれいな住みよいまちとなっている。

１－１　市民実感度評価 １－２　事業者実感度評価

回答 得点評価 前回得点評価 回答 得点評価

そう思う そう思う 4.1

どちらかというとそう思う どちらかというとそう思う 20.3

どちらとも言えない どちらとも言えない 12.2

どちらかというとそう思わない どちらかというとそう思わない 5.1

そう思わない そう思わない 0.0

わからない わからない

無回答 無回答

総数 総数

有効回答数 有効回答数 41.6

評価① 評価①

事業者実感度評価市民実感度評価

62.0
62.2

60.7
58.9

56.0
57.3

50

55

60

65

70

H20 H21 H22 H23 H24 H25

1,606

1,528
1,440

1,374
1,303

1,591

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

H20 H21 H22 H23 H24 H25
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担当課

［評価基準］　達成度①：「増加目標」・達成度②：「減少目標」　達成度　ａ：８０%以上　ｂ：５０%以上８０%未満　ｃ：３０%以上５０%未満　ｄ：０%超３０%未満　ｅ：０%以下

３－１　市民の役割分担状況 ３－３　事業者の役割分担状況

件数 比率 件数

137 27.4% 28.5% 8 10.4% 19.5%

172 34.4% 35.8% 20 26.0% 48.8%

100 20.0% 20.8% 11 14.3% 26.8%

50 10.0% 10.4% 1 1.3% 2.4%

22 4.4% 4.6% 1 1.3% 2.4%

19 3.8% 34 44.2%

500 100.0% 2 2.6%

481 100.0% 77 100.0%

3 ｂ 41 100.0%

【市民・事業者満足度調査　平成２４年５月実施】 評価 3 ｂ

［評価基準］　得点評価　ａ：７５以上　ｂ：６０以上７５未満　ｃ：４５以上６０未満　ｄ：３０以上４５未満　ｅ：３０未満

３－２　地域活動等の役割分担

評価

ｂ

［評価基準］　ａ：十分取り組んでいる　ｂ：取り組んでいる　ｃ：少し取り組んでいる　ｄ：あまり取り組んでいない　ｅ：全く取り組んでいない

目標が未達成（ｃ以下）の場合の理由

取り組んでいる

・地域で生活排水対策を実践する。
・自主的に河川美化活動などを実施する。

pB

3

指標区分

6

H24

目指す値

H20 H25

直近値

13

計画当初値

5

役割項目

ａ客観指標評価

評価達成度①

＜外的要因の有無：□有　□無＞

［目標設定パターン］　pA：生駒のありたい姿を示す理想的な水準として設定、pB：国県の目標等に合わせて設定、pC：全国平均水準にあわせて設定、
　　　　　　　　　　　　　　pD：過去のトレンド等を踏まえた実現可能な努力目標として設定

環境
政策
課

市内の河川24
箇所における
水質環境基準
値（ＢＯＤ）の
達成地点数
（地点）

H24年度設定目標
H24年度客観目標

目標設定
パターン

アウトカム

指標の把握方法（数値の出所） 調査サイクル 毎月

8

生駒市内水質等調査業務報告書

ａ

役割分担状況

（下水道管理課）
集中浄化槽地区及び個別浄化槽地区の地域全体を一斉に公共下水道に切り
替えた。
（下水道推進課）
下水道への接続について、理解を得るため、積極的に地元説明会に参加した。
（環境政策課）
市民団体等が河川清掃活動に多数参加した。
地域のボランティアグループによる軽微な河川清掃活動は自主的に行われた。

1000%
5.8

設問 家庭でできる生活排水対策を実践している。 設問

重点指標

竜田川及び富雄川の本流・支流24地
点のうち、BODの環境基準をクリアして
いる地点の数。
下水道の整備や合併処理浄化槽の設
置促進、生活排水についての市民の
意識を高め、河川水質の向上を目指し
ます。

事業による汚濁負荷量の削減を図っている。

得点評価

十分取り組んでいる 28.5 十分取り組んでいる 19.5

回答 得点評価 回答 比率

26.8 取り組んでいる 36.6

少し取り組んでいる 10.4 少し取り組んでいる 13.4

0.6

全く取り組んでいない 0.0 全く取り組んでいない 0.0

あまり取り組んでいない 2.6 あまり取り組んでいない

総数

無回答 該当しない

無回答

評価

有効回答数

有効回答数 70.1

68.3 総数

8

13

1010

5 5

0

5

10

15

20

H20 H21 H22 H23 H24 H25
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３－４　行政の役割分担

（１）市民・地域活動等・事業者が役割を果たせるよう支援する取組

Ａ　部の仕事目標設定事業

取組№ 評価 区分 担当課

11 ｂ その他 下水道
管理課

13 ａ 指標 環境政
策課

ａ

［評価基準］　進捗状況　ａ：目標を上回る達成状況　ｂ：達成済又は実施済み　ｃ：取組みを進めているが目標に達していない　ｄ：事業の検討や計画を開始している　ｅ：着手できていない

Ｂ　経常的実施計画事業

取組№ 担当課

下水道
管理課

下水道
管理課

12 下水道
管理課
下水道
推進課

13 環境政
策課

14 環境政
策課

［評価基準］　進捗状況　ａ：目標を上回る達成状況　ｂ：達成済又は実施済み　ｃ：取組みを進めているが目標に達していない　ｄ：事業の検討や計画を開始している　ｅ：着手できていない

取組項目 事業名

市民・地域活動等・事業者が役割を果たせるよう支援する取組状況

市内の河川(竜
田川・富雄川本
支流)24箇所に
おける水質環境
基準値（BOD）の
達成地点数 8地
点

取組項目 事業名 具体的内容
今年度末の
目標水準

一斉切替にあっては、地区
住民の全員合意を条件とし
ているが、個々の家庭の事
情により全員合意が得にく
い。

下水道整備予定区域の住民に対し、説明
会を実施し、下水道接続への理解と協力
を求めます。また、供用開始時には個別
訪問も実施します。また、集中浄化槽地
区や個別浄化槽地区からの一斉切替に
ついても、切替予定区域の住民に対し、
説明会を実施し公共下水道接続への理
解と協力を求めます。

（市民）定期検
査、保守点検、
清掃を実施す
る。

行政以外の
主体の役割

達成状況 未達成の理由

(市民）生活排水
対策を意識す
る。

竜田川流域生活排水対策推進会議にお
ける廃食用油回収事業を継続し、広報に
よる回収場所の案内やＢＤＦ精製施設見
学で油の拠点回収呼びかけを行った。平
成24年度は5,513件、6,067㍑を回収した。
また、竜田川の河川敷に水生植物（ショウ
ブ）を育成し、河川の持つ浄化作用の向
上を図った。

下水道整備区域に住む市民に対し、下水
道への接続について理解と協力を求めま
す。

出前講座の開催

生活排水対策
事業

出前講座の実
施

合併処理浄化槽
の設置促進を図
るため、下水道
整備予定区域外
を対象に出前講
座を実施する。

河川周辺環境の
維持及び水質改
善を図るため、
生活排水対策の
普及啓発活動の
実施、浄化施設
等の維持管理を
行う。

5自治会に説明
会を実施する。
(平成25年3月ま
でに)

(市民）生活排水
対策を意識す
る。

（市民）単独処
理浄化槽、くみ
取りから合併処
理浄化槽に転
換する。

事業内容

単独処理浄化槽設置者
は、すでに水洗化という利
便性が確保されており、転
換へのインセンティブが働
きにくい。

自治会単位に出前講座を開催し、合併処
理浄化槽の利点をＰＲすることで、単独処
理浄化槽等からの転換を促進するととも
に、適正管理を進めることで河川等の水
質汚濁の防止を図ります。

行政以外の
主体の役割

進捗上の課題

（市民）単独処
理浄化槽、くみ
取りから合併処
理浄化槽に転
換する。

水質環境基準
　達成地点数 13地点

・5自治会を対象に実
施。

市民との協働による河川美化活動などの
推進を図ります。

クリーンキャンペーンの実
施

浄化槽の適正管理推進
事業

浄化槽設置届の届出受理等の事務を奈
良県から権限移譲を受け地域に根ざした
きめ細かな浄化槽行政を行い、適切な管
理指導を行うことにより、生活環境の保全
及び公共用水域の水量確保、水質保全
の向上を図る。

(市民）下水道接
続への関心を持
つ

・生活排水対策事業
・竜田川流域生活排水対
策推進会議

河川の水質改善を図るため、生活排水対
策についての啓発活動を行います。

地元説明会の開催

河川景観の美化・愛護についてのより一
層の意識の向上に努めている。
（平成2４年度）
・富雄川クリーンキャンペーン   300人
・竜田川クリーンキャンペーン　1000人
・大和川一斉清掃                      130人

河川美化活動
に参加する。自
治会等が「地域
が育む川づくり
事業」で県と協
定を結び、自主
的に清掃活動、
花の育成活動を
実施する。

単独処理浄化
槽から合併処理
浄化槽への転
換を促すための
補助制度の啓
発を行うととも
に、浄化槽や宅
地内排水設備
の適正な維持
管理についての
啓発を行いま
す。

河川の水質改
善を図るため、
生活排水対策
についての啓発
活動を行いま
す。

11 単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ
の転換を促すための補助制度の啓発を行
うとともに、浄化槽や宅地内排水設備の適
正な維持管理についての啓発を行いま
す。
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（２）行政が主体的に実施する取組状況

Ａ　部の仕事目標設定事業

取組№ 評価 区分 担当課

ｂ 実施計
画

下水道
管理課

ｃ 実施計
画
指標

下水道
管理課

ｂ 実施計
画

下水道
管理課

ａ 実施計
画

下水道
管理課

ｃ 実施計
画

下水道
管理課

ｂ その他 下水道
管理課

ｂ 実施計
画
指標

下水道
推進課

ｃ その他 下水道
推進課

ａ その他 下水道
推進課

ｂ その他 下水道
推進課

未達成の理由

・平成25年3月29日
台帳の整備及び指導書
の送付を完了。

供用開始後5年
を経過した住宅
に対し、啓発文
書を発送する。
重点地区約100
世帯へは、戸別
訪問を実施す
る。
(平成25年3月ま
でに)

今年度末の
目標水準

浄化槽台帳を作
成し、法定検査
未受検者に対し
指導文書を送付
する。
(平成25年3月ま
でに)

効率的な下水道の整備を図るた
め、個別浄化槽地区を公共下水道
に切換える。

効率的な下水道の整備を図るた
め、マンション等の大型浄化槽を
公共下水道に切換える。

マンション2棟を
対象に、公共下
水道接続につい
て全住民の合
意を得る。
(平成25年3月ま
でに)

14箇所
(平成25年3月)

個別浄化槽地
区下水道接続
推進事業

公共下水道整
備事業

効率的な下水道整備を推進する
ため、次年度以降の工事実施地
区を調査し、設計を行う。

マンション等大
型浄化槽接続
促進事業

1地区を切り替
える。
2地区について
は、当該住民の
合意を得、接続
調査を実施す
る。
(平成25年3月ま
でに)

・平成24年12月
未接続世帯に対し、啓発
文書送付。
・平成25年3月
重点地区に対し、戸別訪
問を実施。

光陽台住宅地
下水道接続事
業

光陽台住宅地の集中浄化槽を公
共下水道に切換える。

取組項目

奈良県より、浄化槽設置等届出に
関する事務委任を受けることによ
り、浄化槽管理者等に対し、適正
管理の指導などを実施する。

浄化槽の適正
管理推進事業

事業名 具体的内容

単独浄化槽から合併処理浄化槽
への転換を促すため、合併処理浄
化槽の設置者に補助を行う。

・1地区の切り替え完了。
・新たな切り替え2地区
の接続調査を実施。

達成状況

・8地区実施。

・関係機関との協議に時間
を要したため。

１次切替予定地
区（低区）の管
更生工事を完了
する。
取付管及び桝
の改修工事に
ついて、協議を
整える。
(平成25年3月ま
でに)

・管更正工事を繰越。

80基を対象に補
助を実施する。
補助基数1,591
件(累計)
(平成25年3月ま
でに)

・78基の補助を実施。

下水道普及率
62％
工事施工箇所
21箇所
(平成25年3月ま
でに)

・2棟の合意を得るととも
に、6棟の大型浄化槽を
切り替えた。

・補助対象者の設置予定に
合わせて実施するため。

合併処理浄化
槽設置費補助
事業

未水洗化家屋をデータベース化
し、公共下水道接続への啓発を行
う。

交付金を活用し、竜田川流域を中
心に管渠及び面整備工事を実施
する。

水洗化率の向
上

21 下水道の整備と
ともに合併処理
浄化槽などの生
活排水処理施
設の設置補助
を推進し、生活
排水処理基本
計画や効率的
な汚水処理施
設整備のため
の各種関連計
画に基づき、効
率的な事業展
開を図ります。

公共下水道整
備事業

山田川流域にお
ける今後の処理
方針について

・8箇所の設計発注。 ・東日本大震災に伴う、交
付金の削減による。

・交付金が削減され、工
事実施箇所を見直し、効
率的に事業を推進する
ことによって、
下水道普及率　62.2％
・交付金の削減により、
工事施工箇所は、17箇
所。

公共下水道整
備事業

下水道整備予定地区の住民に対
して、下水道の接続について、理
解と協力を求めるため、地元説明
会を実施する。

山田川浄化センターの将来構想を
検討する。

問題点を整理す
る。
(平成25年3月ま
でに)

・平成25年3月21日　現
状と将来のあり方につい
て、問題点を整理し、検
討案を取りまとめた。

5地区
(平成25年3月ま
でに)
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ｂ その他 下水道
管理課

ｂ その他 下水道
管理課

ｃ 実施計
画

下水道
管理課

ｂ 実施計
画

下水道
管理課

ｂ

Ｂ　経常的実施計画事業

取組№ 担当課

下水道
管理課

下水道
推進課

22 下水道
管理課
竜田川
浄化セ
ンター

24 環境政
策課

［評価基準］　進捗状況　ａ：目標を上回る達成状況　ｂ：達成済又は実施済み　ｃ：取組みを進めているが目標に達していない　ｄ：事業の検討や計画を開始している　ｅ：着手できていない

ＴＶカメラ調査、鉄蓋入替工事、ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ場巡
回点検等を行い適正に維持管理をします。浄化セ
ンターの維持管理について、民間業者のノウハウ
を活用しながら、下水道施設の機能が十分発揮で
きるよう適正に維持・管理を行います。
浄化センター及びポンプ場の重要機器について、
計画的に修繕・更新を実施し、適正に維持管理を
行います。
処理工程の水を水質検査することにより、水処理
の運転に反映させ、安定的な水処理を実施しま
す。

・審査委員会などで、提
案の受付準備は完了し
たが、実施には至らな
かった。

宅内ポンプ設置・維持管理補助

進捗上の課題

行政が主体的に実施する取組状況

事業名

河川浄化施設の適正な維持管理を実施し
ます。

取組項目

下水道施設の維持管理

自然流下による汚水の排除が困難な区域の土地
から公共下水道への接続を希望するものに対し、
宅地内汚水ポンプ設備の設置補助及び維持管理
補助を行うことにより、公共下水道の整備促進を
図ります。

竜田川支流5箇所における河川浄化施設の浄化
能力を維持するための適正管理に努めた。

河川浄化施設維持管理事業

・竜田川浄化センターの今
後のあり方を踏まえ、実施
することとしたため。

宅内ポンプ設置・維持管理補助

問題点を整理し
取りまとめる。
(平成25年3月ま
でに)

・6回の協議を実施し、県
に対し、要望書を提出し
た。

竜田川浄化ｾﾝ
ﾀｰの今後の位
置づけ

広域的な汚水処理の視点から竜
田川浄化センターの今後のあり方
について検討する。

・対象を竜田川浄化セン
ターとし、対象施設の選
定を完了した。

管渠・浄化セン
ター維持管理事
業

災害発生時の初動活動及び復旧
活動の迅速化を図る。

浄化センターの
緊急時操作講
習会を2回実施
する。
(平成25年3月)

・平成24年6月27日
・平成25年2月13日
実施。

下水道の整備とともに合併処理浄化槽な
どの生活排水処理施設の設置補助を推進
し、生活排水処理基本計画や効率的な汚
水処理施設整備のための各種関連計画
に基づき、効率的な事業展開を図ります。

浄化センター長
寿命化計画策
定業務

竜田川・山田川浄化センター等の
長寿命化計画を策定する。

長寿命化計画
の対象範囲の
選定を行う。
(平成25年3月ま
でに)

竜田川浄化センター、山田川浄化センター
や下水道管渠などの下水道施設の機能
が十分発揮できるよう適正に維持・管理し
ます。

審査委員会を立
ち上げ、提案の
受付を行う。
(平成25年3月ま
でに)

22 竜田川浄化セン
ター、山田川浄
化センターや下
水道管渠などの
下水道施設の
機能が十分発
揮できるよう適
正に維持・管理
します。

事業内容

自然流下による汚水の排除が困難な区域の土地
から公共下水道への接続を希望するものに対し、
宅地内汚水ポンプ設備の設置補助及び維持管理
補助を行うことにより、公共下水道の整備促進を
図ります。

浄化センター長
期包括運営業
務委託準備事
業

浄化センター等の運転管理業務委
託を長期包括的に行い、経費の削
減とサービスの向上を図る。

21
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４　総合評価

［評価基準］　Ａ：目標が十分に達成されている　Ｂ：目標がかなり達成されている　Ｃ：目標がそこそこ達成されている　Ｄ：目標があまり達成されていない　Ｅ：目標が達成されていない

５　総合計画審議会の意見

最終評価

現状の課題と今後の取組
（内部評価がD以下の場合記入）

進捗状況の内部評価
についての意見

総合評価　（主担当課の内部評価） Ｂ

今後の取組についての意見
前年度

最終評価
Ｂ

Ｂ Ｂ

内部評価を変更した場合の理由

ｂ ｂ

ｂ

ｂ

ｂ

行　政
支援する取組 ａ ｂ ａ

主体的な取組 ａ

３　役割分担
　　状況

市　　　　民 ｂ ｂ

地域活動等 ｂ ｂ

事　業　者 ｂ ｂ

ａ

↑
２（客観）と３（行政）の評価に

２ランク以上の乖離がある場合の原因分析
↓

ａ ａ２　客観指標評価

ｃ

ｄ

↑
１（市民）と２（客観）の評価に

２ランク以上の乖離がある場合の原因分析
↓

（下水道管理課・下水道推進課）下水道普
及率及び汚水処理普及率は向上している
ものの、水質改善が実感できるまでには
至っていない。
（環境政策課）生活排水対策の取組が拡大
しても、どうしても生活排水が流入する地域
があり、成果がわかりにくいため。

（下水道管理課・下水道推進課）下水道普
及率及び汚水処理普及率は向上している
ものの、水質改善が実感できるまでには
至っていない。

（下水道管理課・下水道推進課）下水道普及
率及び汚水処理普及率は向上しているもの
の、水質改善が実感できるまでには至ってい
ない。

１　目指す姿の進捗度
市民実感度 ｃ ｃ

事業者実感度 - ｄ

H22 H23 H24
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3

4

2

１　目指す姿の進捗度

設問①

件数 比率 件数 比率

21 4.0% 4.5% 4.5 4.1% 4.1 3 3.9% 4.3%

185 35.0% 39.4% 29.6 45.0% 33.8 21 27.3% 30.4%

196 37.1% 41.8% 20.9 38.4% 19.2 26 33.8% 37.7%

48 9.1% 10.2% 2.6 7.0% 1.8 14 18.2% 20.3%

19 3.6% 4.1% 0.0 5.5% 0.0 5 6.5% 7.2%

45 8.5% 8 10.4%

14 2.7% 0 0.0%

528 100.0% 77 100.0%

469 100.0% 57.5 100.0% 58.8 69 100.0%

2 ｃ 2 ｃ 2 ｃ

2.0 ｃ 2.0 ｃ 2.0 ｃ

［評価基準］　得点評価　ａ：７５以上　ｂ：６０以上７５未満　ｃ：４５以上６０未満　ｄ：３０以上４５未満　ｅ：３０未満

【市民・事業者満足度調査　平成２４年５月実施】

２－１　指標評価

№

担当課

担当課

環境
政策
課

pA

目標設定
パターン

環境
政策
課

市内自動車騒
音環境基準達
成率（％）

目標設定
パターン

2

アウトカム

参考指標

指標区分 評価

H25

騒音振動測定業務報告書 調査サイクル

ｄ

39.0

1年

達成度①

目標が未達成（ｃ以下）の場合の理由pA
＜外的要因の有無：□有　□無＞
大型車混入率が増加したためと推定される。

客観指標評価 ｂ

計画当初値

指標の把握方法（数値の出所）

42.0

36.0

H20

まちづくりの目標

施策の大綱

40

公害相談件数
（件）

市民から寄せられる騒音、振動、悪臭
などの公害に関する年間の相談件
数。
発生源に対して調査を実施し、状況に
応じた指導を行うことにより、公害相
談件数を現状以下にすることを目指し
ます。指標区分

参考指標

環境にやさしく、自然と都市機能が調和した、住みやすいまち

生活環境の整備

公害対策

目指す姿 生活環境が保全され、健康で快適な暮らしができるまちとなっている。

ａ

減少

H25

指標の動向

1

指標名

H20

この指標について

基本施策

直近値市内の道路18地点の昼間・夜間にお
ける環境基準（道路に面する地域）の
達成率。
自動車の利用抑制や運転マナーの向
上などについて啓発するとともに、道
路構造の改善などにより、自動車騒
音の環境基準達成率の向上を目指し
ます。

38.4

H24年度設定目標
H24年度客観目標

H24

4%

36.1

公害苦情処理簿 調査サイクル

目標が未達成（ｃ以下）の場合の理由
＜外的要因の有無：□有　□無＞

指標の把握方法（数値の出所）

目指す値

1年

100%

直近値

評価

H24

目指す値

25

達成度②

生活環境が保全され、健康で快適な暮らしができるまちとなっている。

１－１　市民実感度評価 １－２　事業者実感度評価

回答 得点評価 前回得点評価 回答 得点評価

そう思う そう思う 4.3

どちらかというとそう思う どちらかというとそう思う 22.8

どちらとも言えない どちらとも言えない 18.8

どちらかというとそう思わない どちらかというとそう思わない 5.1

そう思わない そう思わない 0.0

わからない わからない

無回答 無回答

総数 総数

有効回答数 有効回答数 51.1

評価① 評価①

市民実感度評価 事業者実感度評価

40

36

H24年度設定目標
H24年度客観目標

アウトカム

計画当初値

2524

40
44

35

40

0

10

20

30

40

50

H20 H21 H22 H23 H24 H25

36.1

41.039.0

28.0

36.0
42.0

0

10

20

30

40

50

H20 H21 H22 H23 H24 H25
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［評価基準］　達成度①：「増加目標」・達成度②：「減少目標」　達成度　ａ：８０%以上　ｂ：５０%以上８０%未満　ｃ：３０%以上５０%未満　ｄ：０%超３０%未満　ｅ：０%以下

３－１　市民の役割分担状況 ３－３　事業者の役割分担状況

件数 比率 件数

269 50.1% 53.3% 8 10.4% 25.0%

173 32.2% 34.3% 21 27.3% 65.6%

49 9.1% 9.7% 1 1.3% 3.1%

11 2.0% 2.2% 0 0.0% 0.0%

3 0.6% 0.6% 2 2.6% 6.3%

32 6.0% 43 55.8%

537 100.0% 2 2.6%

505 100.0% 77 100.0%

4 ａ 32 100.0%

【市民・事業者満足度調査　平成２４年５月実施】 4 ａ

［評価基準］　得点評価　ａ：７５以上　ｂ：６０以上７５未満　ｃ：４５以上６０未満　ｄ：３０以上４５未満　ｅ：３０未満

３－２　地域活動等の役割分担

評価

ｂ

［評価基準］　ａ：十分取り組んでいる　ｂ：取り組んでいる　ｃ：少し取り組んでいる　ｄ：あまり取り組んでいない　ｅ：全く取り組んでいない

３－４　行政の役割分担

（１）市民・地域活動等・事業者が役割を果たせるよう支援する取組

Ｂ　経常的実施計画事業

取組№ 担当課

11 環境政
策課

（２）行政が主体的に実施する取組状況

Ａ　部の仕事目標設定事業

取組№ 評価 区分 担当課

21 ｃ 指標 環境政
策課

河川の異常水
質や野焼きなど
の情報提供

大気質や騒音・振動等の調査結果を公表
するなど環境に関する情報提供を行いま
す。

市内環境調査業務 大気質や水質などの調査結果について
は、環境白書に取りまとめ、市内の環境
の現況を公表している。

取組項目 事業名 事業内容
行政以外の
主体の役割

少し取り組んでいる

あまり取り組んでいない 0.5

少し取り組んでいる 4.9

評価

無回答

75.8

総数

評価

有効回答数 84.4

有効回答数

総数

全く取り組んでいない 0.0 全く取り組んでいない 0.0

無回答 該当しない

1.6

あまり取り組んでいない

得点評価

十分取り組んでいる 53.3

0.0

得点評価 回答 比率

十分取り組んでいる 25.0

有害性のおそれのある化学物質についての管理を徹底している。

取り組んでいる 25.7 取り組んでいる

回答

設問
テレビやラジオ、ピアノなど、音量や時間帯により近隣に迷惑となる生
活騒音を出していない。

設問

49.2

［目標設定パターン］　pA：生駒のありたい姿を示す理想的な水準として設定、pB：国県の目標等に合わせて設定、pC：全国平均水準にあわせて設定、
　　　　　　　　　　　　　　pD：過去のトレンド等を踏まえた実現可能な努力目標として設定

取組項目

市内の環境状況を把握するた
め、大気質（市内17地点）や騒音
（一般環境騒音として市内18地
点、主要幹線道路騒音として市
内18地点）･振動（市内8地点）等
の調査を実施する。

市内自動車騒
音環境基準達
成率
42%

市内環境調査
業務

市内の環境状
況を把握するた
め、大気質（市
内１７地点）や
騒音（一般環境
騒音として市内
１７地点、主要
幹線道路騒音と
して市内１８地
点）・振動（市内
７地点）等の調
査を実施しま
す。

一部の市道において大型
車の混入率が上昇したこ
と等が影響したものと考
えられる

市内自動車騒音環境基
準達成率
  昼夜とも達成 33%
  昼夜いずれかでも達成
36%

事業名 具体的内容
今年度末の
目標水準

役割項目 役割分担状況

未達成の理由達成状況

・近隣とのコミュニケーションを構築する機会を創出する。
・地域内で公害の実態調査や公害発生のおそれがないか監視に努
める。
・地域の環境に関する情報を積極的に収集し、環境保全の意識を高
めるための活動に活かす。

工業及び農業の混在地域において、水質汚濁情報や注意喚起を水利組合や
事業者に通知するとともに、事業者による河川清掃活動に対してごみの回収
及び啓発物品の支援を行なった。

進捗上の課題
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22 ａ 指標 環境政
策課

ｂ

Ｂ　経常的実施計画事業

取組№ 担当課

21 環境政
策課

22 環境政
策課

23 環境政
策課

24 環境政
策課

25 環境政
策課

［評価基準］　進捗状況　ａ：目標を上回る達成状況　ｂ：達成済又は実施済み　ｃ：取組みを進めているが目標に達していない　ｄ：事業の検討や計画を開始している　ｅ：着手できていない

４　総合評価

［評価基準］　Ａ：目標が十分に達成されている　Ｂ：目標がかなり達成されている　Ｃ：目標がそこそこ達成されている　Ｄ：目標があまり達成されていない　Ｅ：目標が達成されていない

５　総合計画審議会の意見

２　客観指標評価

国・県などの関係機関との連携を強化す
るとともに、環境監視体制の強化と指導を
徹底し、公害防止を図ります。

公害防止対策業務 国や県と連携し、公害の発生源となりうる事業者に
対して公害防止を促す指導を行っている。

生活騒音等の都市生活型公害の問題解
決のため、調査・指導を実施します。

公害苦情相談対応 市民から寄せられる公害の相談について、県や市
の関係部局と連携しながら対応する。

ｂａ a

市内環境調査を継続して実施するととも
に、状況の変化を踏まえ測定地点や頻度
を見直す等、適切に対応します。

市内環境調査業務 開発や新しい道路の開通など、状況の変化に応じ
て調査場所を適宜変更し、市内の環境の現況を的
確に把握する。

県の担当部署が遠方に
あり迅速な対応がとれな
い。

特定建設作業の届出と指導を徹底し、作
業場周辺の環境を保全します。

公害防止対策業務 騒音・振動の発生源になりうる特定建設作業を行
う事業者に対して届出を徹底し、防音・防振対策を
講じるよう指導を行い、周辺環境を保全する。

ａ ｂ

総合評価　（主担当課の内部評価） Ｃ Ｃ Ｃ

３　役割分担
　　状況

市　　　　民 ｂ ａ ａ

ｂ

ａ

行　政
支援する取組 - - -

主体的な取組 ａ

地域活動等 ｂ ｂ

事　業　者 ｂ ａ

↑
２（客観）と３（行政）の評価に

２ランク以上の乖離がある場合の原因分析
↓

ｃ

ｃ

↑
１（市民）と２（客観）の評価に

２ランク以上の乖離がある場合の原因分析
↓

・環境調査等結果を環境白書で公表
しているが、市民への周知不足が原
因

客観指数が公害相談件数と自動車騒
音環境基準達成率で、満足度を的確
に表したものでなく、また市民側も満
足度はｃであるが役割分担はａとなっ
ており、行動と評価が一致していな
い。

１　目指す姿の進捗度
市民実感度 ｃ c

事業者実感度 - c

H22 H23 H24

事業内容 進捗上の課題

県等関係機関との連携を図り、
環境監視体制の強化及び指導を
徹底するとともに新規進出企業
（北田原工業団地及び学研高山
地区）に対して環境保全協定を締
結し、環境保全の維持向上に努
め、公害防止協定を締結事業者
と新たな環境保全協定を締結す
る。

公害相談件数25件
　大気5件
　水質8件
　騒音5件
　悪臭7件

公害相談件数
40以下

国・県などの関
係機関との連携
を強化するとと
もに、環境監視
体制の強化と指
導を徹底し、公
害防止を図りま
す。

公害防止対策
業務

事業者の排ガスによる大
気汚染物質の広域拡散
に対して行政区域が異な
ることから規制することが
できない。

市内の大気質、水質、騒音、振動について継続し
て調査を行い、市内の環境の把握を行っているほ
か、法令の改正等による項目の追加等にも柔軟に
対応する。

市内環境調査業務市内の環境状況を把握するため、大気質
（市内１７地点）や騒音（一般環境騒音とし
て市内１8地点、主要幹線道路騒音として
市内18地点）・振動（市内8地点）等の調査
を実施します。

行政が主体的に実施する取組状況

取組項目 事業名

現状の課題と今後の取組
（内部評価がD以下の場合記入）

進捗状況の内部評価
についての意見

今後の取組についての意見
前年度

最終評価
Ｂ

内部評価を変更した場合の理由 最終評価
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3

4

3

１　目指す姿の進捗度

設問①

件数 比率 件数 比率

44 8.8% 9.8% 9.8 6.9% 6.9 8 11.6% 12.3%

202 40.4% 44.8% 33.6 54.0% 40.5 25 36.2% 38.5%

142 28.4% 31.5% 15.7 27.9% 14.0 26 37.7% 40.0%

40 8.0% 8.9% 2.2 7.1% 1.8 5 7.2% 7.7%

23 4.6% 5.1% 0.0 4.1% 0.0 1 1.4% 1.5%

29 5.8% 3 4.3%

20 4.0% 1 1.4%

500 100.0% 69 100.0%

451 100.0% 61.3 100.0% 63.1 65 100.0%

3 ｂ 3 ｂ 3 ｂ

3.0 ｂ 3.0 ｂ 3.0 ｂ

［評価基準］　得点評価　ａ：７５以上　ｂ：６０以上７５未満　ｃ：４５以上６０未満　ｄ：３０以上４５未満　ｅ：３０未満

【市民・事業者満足度調査　平成２４年５月実施】

２－１　指標評価

№

担当課

評価① 評価①

市民実感度評価 事業者実感度評価

総数 総数

有効回答数 有効回答数 63.1

わからない わからない

無回答 無回答

どちらかというとそう思わない どちらかというとそう思わない 1.9

そう思わない そう思わない 0.0

どちらかというとそう思う どちらかというとそう思う 28.8

どちらとも言えない どちらとも言えない 20.0

前回得点評価 回答 得点評価

そう思う そう思う 12.3

環境
事業
課

pA

350

指標の把握方法（数値の出所）

アウトカム
目標設定
パターン

不法投棄の回
収件数（件）

不法投棄防止パトロールにて回収した
廃棄物の件数。
市民や事業者に対する啓発とともに、不
法投棄防止パトロールの推進により、平
成25年度には集積所への不法投棄をな
くし、平成30年度には道路上への不法
投棄の回収件数の半減を目指します。

指標区分

参考指数

1

H24年度設定目標
H24年度客観目標

370.2

399 363299

評価達成度②

ａ347%

毎年

＜外的要因の有無：□有　□無＞

調査サイクル不法投棄防止パトロール実績報告

目標が未達成（ｃ以下）の場合の理由

この指標について

目指す姿

指標名

環境美化に努め、きれいなまちで快適に暮らしている。

指標の動向

環境美化に努め、きれいなまちで快適に暮らしている。

１－１　市民実感度評価 １－２　事業者実感度評価

回答 得点評価

環境にやさしく、自然と都市機能が調和した、住みやすいまちまちづくりの目標

施策の大綱

基本施策

生活環境の整備

地域美化・環境衛生

目指す値計画当初値 直近値

H24 H25H20399

301

370

299 299

350

200

250

300

350

400

450

H20 H21 H22 H23 H24 H25
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担当課

［評価基準］　達成度①：「増加目標」・達成度②：「減少目標」　達成度　ａ：８０%以上　ｂ：５０%以上８０%未満　ｃ：３０%以上５０%未満　ｄ：０%超３０%未満　ｅ：０%以下

３－１　市民の役割分担状況 ３－３　事業者の役割分担状況

件数 比率 件数

393 74.4% 76.9% 7 10.1% 10.4%

93 17.6% 18.2% 19 27.5% 28.4%

17 3.2% 3.3% 21 30.4% 31.3%

6 1.1% 1.2% 14 20.3% 20.9%

2 0.4% 0.4% 6 8.7% 9.0%

17 3.2% 2 2.9%

528 100.0% 69 100.0%

511 100.0% 67 100.0%

4 ａ 2 ｃ

［評価基準］　得点評価　ａ：７５以上　ｂ：６０以上７５未満　ｃ：４５以上６０未満　ｄ：３０以上４５未満　ｅ：３０未満

【市民・事業者満足度調査　平成２４年５月実施】

３－２　地域活動等の役割分担

評価

ａ

［評価基準］　ａ：十分取り組んでいる　ｂ：取り組んでいる　ｃ：少し取り組んでいる　ｄ：あまり取り組んでいない　ｅ：全く取り組んでいない

52.6

評価

あまり取り組んでいない 5.2

全く取り組んでいない

有効回答数 92.5 有効回答数

無回答 無回答

総数 総数

全く取り組んでいない 0.0

取り組んでいる 13.6 取り組んでいる 21.3

少し取り組んでいる 1.7 少し取り組んでいる

あまり取り組んでいない

15.7

得点評価

十分取り組んでいる 76.9 十分取り組んでいる 10.4

回答 得点評価 回答 比率

2

環境
政策
課

わんわんアド
バイザー等地
域において核
となる動物愛
護の推進者の
養成数（人）
［累計］

目標が未達成（ｃ以下）の場合の理由

市が動物愛護に関する法律や、犬の習
慣・しつけに関する講座を実施すること
により養成する「わんわんアドバイザー」
の人数。
ペットのふん公害問題などの解決に向
けて、市内全域に広げて養成者を増や
し、地域の環境美化の促進を図ります。

指標区分

設問 ごみのポイ捨てや不法投棄をしていない。 設問 事業所周辺の清掃活動を積極的に実施している。

参考指標

アウトカム
目標設定
パターン

0.0

0.3

評価

［目標設定パターン］　pA：生駒のありたい姿を示す理想的な水準として設定、pB：国県の目標等に合わせて設定、pC：全国平均水準にあわせて設定、
　　　　　　　　　　　　　　pD：過去のトレンド等を踏まえた実現可能な努力目標として設定

ａ

＜外的要因の有無：□有　□無＞
pA

役割項目 役割分担状況

・地域の清掃活動を実施する。
・違反広告物を出さないモデル地区の指定を受け、地域の環境を守る。

（環境政策課：ａ）
・自治会清掃として地域が一体となった環境美化活動を行っている。
・生駒市まちをきれいにする条例を23年1月に施行し、全自治会への推薦依頼
により選任された環境美化推進員（H24年度：260名）により、市民による市民へ
の啓発活動等を推進している。
・環境美化推進員は、市内鉄道9駅にて年2回実施している清掃・啓発活動「い
こまｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟ作戦」にも積極的に参加している。
・違反広告物については、モデル地区（～H22年度）から環境美化推進員による
連絡体制に移行し、よりきめ細かい対応を図っている。

１年

達成度①

382% ａ

調査サイクル

評価

104

目指す値

H25

直近値

76

H24

72

指標の把握方法（数値の出所） わんわんアドバイザー養成講座修了証発行数

126

61

計画当初値

H21

客観指標評価

H24年度設定目標
H24年度客観目標

104

61

101 104

76

126

0

20

40

60

80

100

120

140

H21 H22 H23 H24 H25
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３－４　行政の役割分担

（１）市民・地域活動等・事業者が役割を果たせるよう支援する取組

Ａ　部の仕事目標設定事業

取組№ 評価 区分 担当課

17 ｄ 指標 環境政
策課

ｄ

［評価基準］　進捗状況　ａ：目標を上回る達成状況　ｂ：達成済又は実施済み　ｃ：取組みを進めているが目標に達していない　ｄ：事業の検討や計画を開始している　ｅ：着手できていない

Ｂ　経常的実施計画事業

取組№ 担当課

11 環境事
業課

12 環境政
策課

13 環境政
策課

14 環境政
策課

15 環境政
策課

16 環境政
策課

17 環境政
策課

広報啓発 広報やホームページによる啓発及び不法
投棄パトロールを実施する。

地域において自らが犬等を散歩させなが
ら、散歩中の飼い主に啓発チラシやふん
取り袋等を配布するなどの啓発活動に取
り組むため各自治会からわんわんアドバ
イザーの候補者を推薦していただき、養
成講座受講後、活動している。

(市民）飼い主と
しての責任を自
覚し、ルールや
マナーを守ると
ともに、地域の
環境美化を図
る。

わんわんアドバイザーなどの動物愛護推
進者を育成します。

愛がん動物の適正管理推
進事業

愛がん動物の適正管理推
進事業

愛がん動物の適正管理推
進事業

（市民）自治会
清掃等の美化
活動に積極的に
参加する。

自治会清掃で出されるご
みの中には業者が回収不
能のものもあり、周知の徹
底が必要。

（市民）地域で
の違反広告物を
なくす活動を推
進する。

6月の環境月間等に自らの計画に基づ
き、道路、水路、公園等の清掃活動を実
施される自治会に対し、ごみ袋の提供や
ごみの回収を市が行うなどの支援を実施
するとともに、環境美化活動を行う団体に
車両の貸出を行っている。
※24年度自治会清掃回収＝延186自治会
分22年度まで6つの地区で展開した違反公
告物を出さないモデル地区の取組につい
て、さらにきめ細かい対応を図るため、全
自治会から推薦を受けた環境美化推進員
（24年度：260名）からの連絡を受ける体制
に組み替え、地域に即した都市美観の保
持及び向上に努めている。

取組項目 事業名 事業内容

不法投棄禁止の啓発を行います。

自治会清掃等支援事業

違反屋外広告物を出さな
いための取組

（地域活動等）
不法投棄が多
い場所に、市か
ら貸与された看
板を設置する。
また、不法投棄
を発見した場合
は、市に通報す
る。

地域の清掃活動等の環境美化活動を支援
します。

H25.10月から施行するまち
をきれいにする条例の罰
則等について、最大限の
抑止効果が得られるような
啓発に努める必要がある。

奈良県動物愛護推進計画
推進事業

平成20年2月に策定された「奈良県動物
愛護管理推進計画」の動物と楽しく暮らせ
るみんなの街づくりの実現に向けて、県と
連携して動物愛護管理の担い手の活動支
援や広報誌等による所有者の社会的責
任の自覚の啓発や地域住民の動物への
理解の促進に努めている。

行政以外の
主体の役割

飼い主である自覚を促すこ
とが必要

（市民）ペットの
所有者はペット
の飼養を最後ま
で責任を持って
行う。

進捗上の課題

・「まちをきれいにする条例」によりふんの
放置禁止を明文化するとともに、H25年10
月1日から命令に従わない者への罰則（過
料2万円）等を導入する。
・飼い犬のしつけ方教室を中心に集合注
射時及び犬の登録時の啓発のほか、広報
紙による周知などを行っている。
・飼い主不明猫により生活環境が損なわ
れている場合に、繁殖を制限するため避
妊・去勢手術の助成を行い、地域の生活
環境の改善と動物愛護の意識高揚を図っ
ている。
※24年度＝避妊48匹　去勢25匹

愛がん動物の適正飼育の推進に向けて、
「飼い犬の登録」、「狂犬病予防集合注
射」、「飼い犬のしつけ方教室」を実施して
いる。
※24年度＝飼い犬の登録6430頭、狂犬
病予防集合注射（済票交付4528件)、飼い
犬のしつけ方教室51名

市民・地域活動等・事業者が役割を果たせるよう支援する取組状況

現ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰの意見やまち
をきれいにする条例の改
正を踏まえ、効果的な活動
と養成のあり方を検討する

わんわんｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰとの
意見交換会を1回実施
し、新規のｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ養
成には至らなかった。

（市民）ペットは
最後まで責任を
持って飼養す
る。ふんを放置
しない。
自治会からｱﾄﾞ
ﾊﾞｲｻﾞｰを推薦す
る

わんわんアドバ
イザー等地域に
おいて核となる動
物愛護の推進者
の養成数
10人

愛がん動物の
適正管理推進
事業

わんわんアドバ
イザーなどの動
物愛護推進者を
育成します。

わんわんアドバイ
ザーなどの動物
愛護推進者を育
成します。

未達成の理由
行政以外の
主体の役割

達成状況事業名 具体的内容
今年度末の
目標水準

違反広告物を出さないモデル地区の拡大
を図ります。

取組項目

奈良県動物愛護管理推進計画のＰＲを行
います。

ペットの飼い方のルールやマナーなどにつ
いての啓発・情報提供を行います。

(市民）飼い主と
しての責任を自
覚し、ルールや
マナーを守ると
ともに、地域の
環境美化を図
る。

(市民）飼い主と
しての責任を自
覚し、ルールや
マナーを守ると
ともに、地域の
環境美化を図
る。

動物の適正な管理やペットのふん公害防
止対策事業により、ペット公害の防止を図
ります。
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（２）行政が主体的に実施する取組状況

Ａ　部の仕事目標設定事業

取組№ 評価 区分 担当課

21 ｂ その他 環境事
業課

23 ａ その他 環境政
策課

ａ

［評価基準］　進捗状況　ａ：目標を上回る達成状況　ｂ：達成済又は実施済み　ｃ：取組みを進めているが目標に達していない　ｄ：事業の検討や計画を開始している　ｅ：着手できていない

Ｂ　経常的実施計画事業

取組№ 担当課

21 環境事
業課

22 環境政
策課

23 環境政
策課

不法投棄のパトロール及び撤去業務を月４回実施
する。

ごみのポイ捨て禁止などまちをきれいにす
るために必要な事項を定めた条例を制定
し、環境美化に関する市民等のモラルの向
上と美化思想の普及を図ります。

不法投棄防止
パトロールによ
る監視体制の強
化や、不法投棄
された廃棄物の
撤去を実施しま
す。

不法投棄防止パトロールによる監視体制
の強化や、不法投棄された廃棄物の撤去
を実施します。

ごみのポイ捨て
禁止などまちを
きれいにするた
めに必要な事項
を定めた条例を
制定し、環境美
化に関する市民
等のモラルの向
上と美化思想の
普及を図りま
す。

墓地実態調査による現状の把握や墓地・
斎場について市民ニーズを正確に把握し、
民営墓地等に対して適正な指導を行いま
す。

取組項目

墓地、納骨堂等経営等許可業務事
業

・環境美化推進員によるポ
イ捨て、ふん放置禁止の
啓発、清掃などを息の長い
取り組みとして継続するこ
とが求められる。
・罰則等の対応強化につ
いて、マナー向上につなが
る効果的なPRが求められ
る。

・平成23年1月に生駒市まちをきれいにする条例が
施行され、市民、事業者及び市が協働してまちを
きれいにするための効果的な施策を実施してお
り、環境美化の推進を図るため、環境美化推進員
（24年度：260名）を委嘱し、啓発などの活動を行っ
ている。
・H25年10月1日から命令に従わない者への罰則
（過料2万円）や氏名等の公表規定等を導入し、対
応の強化を図った。

まちをきれいにする推進事業

不法投棄防止パトロール

墓地、埋葬等に関する法律及び生駒市墓地等の
経営の許可に関する規則等に基づく墓地等の経
営に関する許可事務

行政が主体的に実施する取組状況

取組項目 事業名 事業内容 進捗上の課題

毎月4回実施するととも
に、回収件数は299件で
目標を下回ることができ
た。

不法投棄の監
視及び不法投
棄ごみの回収
4回/月実施
(平成25年3月）

不法投棄回収
件数　350件

未達成の理由達成状況

まちをきれいに
する推進事業

・平成24年度環境美化
推進員 260名
（H23から継続：127名・Ｈ
24：133名）
・市との協働で駅前ク
リーンアップ作戦（清掃・
啓発）の実施
・H25年3月議会に罰則
等を創設する条例改正
を提案・可決

不法投棄されたごみを回収するとと
もに、市民や事業者に対する啓発や
不法投棄防止パトロールを実施する
ことにより、不法投棄減少を目指す。

・市民の快適で安全な生活環境を確
保するため制定された「まちをきれ
いにする条例」の普及啓発を行う。
・環境美化推進員等による美化活
動、空き地等の適正管理に関する指
導等を実施する。

環境美化推進
員の設置 250人

ごみの不法投棄
防止パトロール
及び不法投棄
物の撤去

事業名 具体的内容
今年度末の
目標水準
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４　総合評価

［評価基準］　Ａ：目標が十分に達成されている　Ｂ：目標がかなり達成されている　Ｃ：目標がそこそこ達成されている　Ｄ：目標があまり達成されていない　Ｅ：目標が達成されていない

５　総合計画審議会の意見

最終評価

前年度
最終評価

Ｂ

ａ

ｄ

内部評価を変更した場合の理由

今後の取組についての意見

H22 H23 H24

１　目指す姿の進捗度
市民実感度 ｂ ｂ ｂ

事業者実感度 - ｂ ｂ

↑
１（市民）と２（客観）の評価に

２ランク以上の乖離がある場合の原因分析
↓

２　客観指標評価 ａ ａ

↑
２（客観）と３（行政）の評価に

２ランク以上の乖離がある場合の原因分析
↓

事業者の環境美化、環境保全に関す
る意識醸成が求められる状況にある。

わんわんｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰの養成数について、
総合計画の当初目標値は満足している
ものの単年度の養成数が目標を下回っ
ているため乖離が生じている。改正条例
の施行を控え、更なる啓発に努める。

地域活動等 ａ

行　政
支援する取組 ａ

事　業　者 ｂ ｃ

主体的な取組 ａ

ａ ａ

ａ

ｃ

ａ

ｂ ａ

総合評価　（主担当課の内部評価） Ｂ Ｂ Ｂ

３　役割分担
　　状況

市　　　　民 ａ

ｃ

現状の課題と今後の取組
（内部評価がD以下の場合記入）

進捗状況の内部評価
についての意見
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3

5

1

１　目指す姿の進捗度

設問①

件数 比率 件数 比率

29 5.8% 6.8% 6.8 7.5% 7.5 7 9.1% 10.6%

156 31.2% 36.7% 27.5 34.7% 26.0 12 15.6% 18.2%

162 32.4% 38.1% 19.1 41.1% 20.6 36 46.8% 54.5%

53 10.6% 12.5% 3.1 8.9% 2.2 6 7.8% 9.1%

25 5.0% 5.9% 0.0 7.8% 0.0 5 6.5% 7.6%

53 10.6% 11 14.3%

22 4.4% 0 0.0%

500 100.0% 77 100.0%

425 100.0% 56.5 100.0% 56.3 66 100.0%

2 ｃ 2 ｃ 2 ｃ

設問②

件数 比率 件数 比率

70 13.0% 13.9% 13.9 9.8% 9.8 7 9.1% 10.0%

263 49.0% 52.2% 39.1 47.6% 35.7 29 37.7% 41.4%

130 24.2% 25.8% 12.9 28.9% 14.5 26 33.8% 37.1%

29 5.4% 5.8% 1.4 8.0% 2.0 3 3.9% 4.3%

12 2.2% 2.4% 0.0 5.7% 0.0 5 6.5% 7.1%

15 2.8% 7 9.1%

18 3.4% 0 0.0%

537 100.0% 77 100.0%

504 100.0% 67.4 100.0% 62.0 70 100.0%

3 ｂ 3 ｂ 3 ｂ

①市民や事業者が生駒の自然に高い関心、意識を持っている。
②豊かな自然環境に恵まれた生活が維持されている。
③市民・事業者・行政が一体となって、周辺の山並みなどを後世に残していくための取組が行われている。

まちづくりの目標

目指す姿

施策の大綱

基本施策

緑・水環境の保全と創出

自然的資源

環境にやさしく、自然と都市機能が調和した、住みやすいまち

市民や事業者が生駒の自然に高い関心、意識を持っている。

１－１　市民実感度評価 １－２　事業者実感度評価

回答 得点評価 前回得点評価 回答 得点評価

どちらとも言えない どちらとも言えない 27.3

そう思う そう思う 10.6

どちらかというとそう思う どちらかというとそう思う 13.6

どちらかというとそう思わない どちらかというとそう思わない 2.3

そう思わない そう思わない 0.0

わからない わからない

無回答 無回答

総数 総数

有効回答数 有効回答数 53.8

評価① 評価①

豊かな自然環境に恵まれた生活が維持されている。

回答 得点評価 前回得点評価 回答 得点評価

そう思う そう思う 10.0

どちらかというとそう思う どちらかというとそう思う 31.1

どちらとも言えない どちらとも言えない 18.6

どちらかというとそう思わない どちらかというとそう思わない 1.1

そう思わない そう思わない 0.0

わからない わからない

無回答 無回答

総数 総数

有効回答数 有効回答数 60.7

評価② 評価②
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設問③

件数 比率 件数 比率

25 4.7% 6.0% 6.0 3.2% 3.2 3 3.9% 4.8%

101 19.1% 24.3% 18.2 20.9% 15.7 6 7.8% 9.7%

171 32.4% 41.1% 20.6 44.0% 22.0 27 35.1% 43.5%

78 14.8% 18.8% 4.7 16.8% 4.2 17 22.1% 27.4%

41 7.8% 9.9% 0.0 15.1% 0.0 9 11.7% 14.5%

94 17.8% 14 18.2%

18 3.4% 1 1.3%

528 100.0% 77 100.0%

416 100.0% 49.5 100.0% 45.1 62 100.0%

2 ｃ 2 ｃ 1 ｄ

2.3 ｃ 2.3 ｃ 2.0 ｃ

［評価基準］　得点評価　ａ：７５以上　ｂ：６０以上７５未満　ｃ：４５以上６０未満　ｄ：３０以上４５未満　ｅ：３０未満

【市民・事業者満足度調査　平成２４年５月実施】

２　客観指標評価

№

担当課

担当課

［評価基準］　達成度①：「増加目標」・達成度②：「減少目標」　達成度　ａ：８０%以上　ｂ：５０%以上８０%未満　ｃ：３０%以上５０%未満　ｄ：０%超３０%未満　ｅ：０%以下

指標名

＜外的要因の有無：□有　□無＞

評価達成度①

直近値

H24年度設定目標
H24年度客観目標

指標区分

pB 目標が未達成（ｃ以下）の場合の理由

指標区分

pB

アウトプット

計画当初値

［目標設定パターン］　pA：生駒のありたい姿を示す理想的な水準として設定、pB：国県の目標等に合わせて設定、pC：全国平均水準にあわせて設定、
　　　　　　　　　　　　　　pD：過去のトレンド等を踏まえた実現可能な努力目標として設定

13

竜田川及び富雄川の本流・支流24地点
のうち、BODの環境基準をクリアしてい
る地点の数。
下水道の整備や合併処理浄化槽の設
置促進、生活排水についての市民の意
識を高め、河川水質の向上を目指しま
す。

5

H20

H24

この指標について

直近値

指標の動向

指標の把握方法（数値の出所） 調査サイクル

計画当初値 目指す値
市全域及び市街化区域面積に対する
緑地面積の割合。
生駒市緑の基本計画の目標値（平成32
年　市街化区域内　30%　市全域　55%）
を踏まえ、緑の保全制度の創設等によ
り、将来においても担保性のある緑地
の確保を目指します。

都市公園等実態調査より

51.2

22

目標設定
パターン

重点指標

アウトカム

25.2

48

市内の河川24
箇所における
水質環境基準
値（ＢＯＤ）の達
成地点数（地
点）

指標の把握方法（数値の出所）

5.8

8

2

1

＜外的要因の有無：■有　□無＞
①都市公園について、学研第2工区が凍結されていることや民間開発による帰属公園以外増加が見込ま
れないため。
②市民の森として運用している箇所がないため。

参考指標

緑地の確保面
積の割合（％）
［上段］市街化
区域
［下段］市全域

6

H24

Ｈ24客観目標

H20

みどり
景観課

-7%

ｄ

21.78

ｅ

16%

達成度①

48.50

26

評価

52

H25

目指す値

ａ

1年

1000%

調査サイクル

市民・事業者・行政が一体となって、周辺の山並みなどを後世に残していくための取組が行われている。

得点評価

そう思う そう思う 4.8

回答 得点評価 前回得点評価 回答

どちらかというとそう思う どちらかというとそう思う 7.3

どちらとも言えない どちらとも言えない 21.8

どちらかというとそう思わない どちらかというとそう思わない 6.9

そう思わない そう思わない 0.0

わからない わからない

無回答 無回答

総数 総数

有効回答数 有効回答数 40.7

目標設定
パターン

環境政
策課

市内水質等調査業務報告書

目標が未達成（ｃ以下）の場合の理由

H25

１年

評価③ 評価③

市民実感度評価 事業者実感度評価

5 5

10 10
13

8
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20
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22 22 22 22

48 49 48 48
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２－２　代替指標

■補助指標

№ 主体 進捗

目標

実績

目標

実績

［評価基準］　達成度　ａ：８０%以上　ｂ：５０%以上８０%未満　ｃ：３０%以上５０%未満　ｄ：０%超３０%未満　ｅ：０%以下

２－３　客観指標評価

３－１　市民の役割分担状況 ３－３　事業者の役割分担状況

件数 比率 件数 比率

349 65.0% 69.2% 56 72.7% 72.7%

123 22.9% 24.4% 16 20.8% 20.8%

22 4.1% 4.4% 3 3.9% 3.9%

8 1.5% 1.6% 0 0.0% 0.0%

2 0.4% 0.4% 2 2.6% 2.6%

33 6.1% 0 0.0%

537 100.0% 77 100.0%

504 100.0% 77 100.0%

4 ａ 4 ａ

［評価基準］　得点評価　ａ：７５以上　ｂ：６０以上７５未満　ｃ：４５以上６０未満　ｄ：３０以上４５未満　ｅ：３０未満

【市民・事業者満足度調査　平成２４年５月実施】

３－２　地域活動等の役割分担

評価

ｂ

［評価基準］　ａ：十分取り組んでいる　ｂ：取り組んでいる　ｃ：少し取り組んでいる　ｄ：あまり取り組んでいない　ｅ：全く取り組んでいない

得点評価

0.0

0.0

72.7

1.9

無回答

全く取り組んでいない

90.1

緑の保全活動件
数（箇所）

山林や河川にごみを捨てず、動植物を捕獲・採集しないなどルールやマ
ナーを守っている。

あまり取り組んでいない 0.4

行政
・

市民

18.3

客観指標評価　（代替指標に置き換えて平均値を算定）

無回答

全く取り組んでいない

90.3

評価 評価

有効回答数

あまり取り組んでいない

2.2

有効回答数

少し取り組んでいる

0.0

総数

取り組んでいる 15.6取り組んでいる

市全域及び市街化区域面積に対する緑地
面積の割合。
公共施設緑地に加えて、緑の保全制度の
創設等により、将来においても担保性のあ
る緑地の確保を目指します。

市民が主体となって緑の保全・再生活動を
している件数。緑地等の保全・再生活動を
支援し、花と緑と自然のまちづくりの推進を
目指します。

8

十分取り組んでいる 69.2 十分取り組んでいる

7

指標名

2

7 7

H23

得点評価 回答

21.75
48.48

H24

設問 山林や河川にごみの不法投棄をしていない。

役割分担状況

・市民団体等による自然環境調査（いきもの調査）を実施する。
・山林や河川の保全活動や清掃活動を行う。
・アダプトプログラムやボランティアサポートプログラムに参加する。

（みどり景観課：ｂ）
・市の「市民活動への支援事業」や奈良県の「森林環境税による里山整備事業」、民間
の緑に関する事業などの助成制度も活用されながら、積極的に森林（緑地）の整備を実
施されている。
（環境政策課：ａ）
・富雄川環境美花推進協議会に参画している7団体が、地域で育む川づくり事業で奈良
県知事と協定を締結し、河川の保全活動や清掃活動を実施している。

役割項目

行政

1 緑地の確保面積
の割合（％）
[上段]市街化区域
内　[下段]市全域

回答

設問

総数

少し取り組んでいる

代替指標評価この指標について H25H22

a

ａ

ａ

21.78
48.50

7

ー
21.72
48.47

21.70
48.47

21.68
48.46
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３－４　行政の役割分担

（１）市民・地域活動等・事業者が役割を果たせるよう支援する取組

Ａ　部の仕事目標設定事業

取組№ 評価 区分 担当課

ｃ 実施計
画

みどり
景観課

ｃ 実施計
画

みどり
景観課

ｃ

Ｂ　経常的実施計画事業

取組№ 担当課

12 みどり
景観課

13 環境政
策課

14 環境政
策課

15 環境政
策課

16 環境政
策課

［評価基準］　進捗状況　ａ：目標を上回る達成状況　ｂ：達成済又は実施済み　ｃ：取組みを進めているが目標に達していない　ｄ：事業の検討や計画を開始している　ｅ：着手できていない

(市民)クリーン
キャンペーンに
積極的に参加す
る。

里山林の保全、整備及び活用を図るた
め、里山整備活動を行うＮＰＯなどの団体
を支援します。

（市民）各家庭で
の生活排水対策
に積極的に取り
組む。

市民との協働による河川美化活動などの
推進を図ります。

市内の自然環境や生態系に関する情報の
提供を行います。

自然環境調査の実施 自然環境調査のデータについて、ＨＰ上で
公開、情報提供している。

(市民)自然環境
に関心を持ち、
保全について考
える。

環境の現状に対する理解を深め、環境保
全意識のさらなる高揚を図るため、広報紙
等で情報の発信に努めます。

市内環境調査業務 大気質や水質などの調査結果について
は、環境白書に取りまとめ、市内の環境の
現況を公表している。

河川の水質改善を図るため、生活排水対
策についての啓発活動を行います。

大和川流域一斉生活排水
対策社会実験の実施

水質改善強化月間（２月）に国、県と連携し
て大和川流域一斉生活排水対策社会実験
を行い、竜田川流域の住民に参加を呼び
かけ、啓発を行っている。平成23年度は水
質改善強化月間に市内3ヶ所の公共施設
において河川愛護啓発絵画・標語の優秀
作品の展示会を行い、また生活排水対策
の啓発コーナーを設け啓発活動を行った。

民有地を市が借
り上げて、市民
に開放する市民
の森事業につい
て、所有者の理
解を得て樹林地
の決定・契約を
行い、周辺住民
と協働してワーク
ショップを実施す
る。

未達成の理由

11

達成状況取組項目

樹林バンク制度
の実施

樹林地の所有者
と樹林保全活動
グループの積極
的な登録

行政以外の
主体の役割

候補地所有者に交渉をし
たが、成立しなかった。

里山づくり推進
事業の積極的な
活用を図る。

調査データーの整理に専
門知識が必要

（市民）生活にか
かわる環境の現
状を把握し理解
を深める。

クリーンキャンペーンの実
施

河川景観の美化・愛護についてのより一層
の意識の向上に努めている。
（平成23年度）
・富雄川クリーンキャンペーン　600人
・竜田川クリーンキャンペーン　1000人
・大和川一斉清掃　　　　　　　　　　40人

里山づくり推進事業 奈良県森林環境税による里山づくり助成
事業を利用し、里山林の景観の保全や機
能回復を図るため、森林環境教育活動や
多様な植物の保護活動などの利活用を行
うとともに、里山林整備を行うボランティア
団体を支援する。
平成２４年度　３団体

事業内容
行政以外の
主体の役割

啓発を行ったが、樹林地
所有者のバンク登録がな
かった。

市民・地域活動等・事業者が役割を果たせるよう支援する取組状況

進捗上の課題

貸してもよい又
は手入れを希望
する樹林地の所
有者と、樹林地
保全活動グルー
プを仲介するた
め、広報紙等で
PRを行い、より
多くの登録件数・
仲介件数を確保
する。

市民やボラン
ティア等の美化
活動や景観保全
活動の支援体制
の確立、また、
里山の維持・再
生や市街化区域
内の樹林の保
全・活用など、緑
を保全するため
の仕組みづくり
に取り組みま
す。

市街化区域内の山林所
有者の希望を掌握するた
めのアンケートを実施
（平成25年3月）

啓発を行い、樹林保全活
動グループの登録が１件
あった。
市街化区域内樹林地所
有者の希望を掌握するた
めのアンケート調査を実
施
（平成25年3月）

取組項目 事業名

仲介件数 2件
（平成25年3月）

市民の森事業の
実施

市民の森事業の
ワークショップ1
箇所開催
（平成25年3月）
市民の森箇所数
１箇所

周辺住民の積極
的なワークショッ
プへの参加
緑について関心
を持ち、保全・活
用などについて
考える。

事業名 具体的内容
今年度末の
目標水準
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（２）行政が主体的に実施する取組状況

Ａ　部の仕事目標設定事業

取組№ 評価 区分 担当課

27 ｃ 実施計
画

みどり
景観課

ｃ

Ｂ　経常的実施計画事業

取組№ 担当課

21 環境政
策課

22 環境政
策課

24 環境政
策課

25 経済振
興課

26 みどり
景観課

27 みどり
景観課

［評価基準］　進捗状況　ａ：目標を上回る達成状況　ｂ：達成済又は実施済み　ｃ：取組みを進めているが目標に達していない　ｄ：事業の検討や計画を開始している　ｅ：着手できていない

河川浄化施設維持管理事業

具体的内容

自然環境調査の実施 イベントなどの一過性参
加者が多く、継続調査又
は市全域の調査協力に発
展しない。

景観法の規定に基づく「景観行政団体」に
なることにより、市民や事業者などととも
に、自然・歴史的な景観の保全・創出を図
ります。

大気質や水質の継続的な調査を実施しま
す。

市内環境調査業務

事業名

行政が主体的に実施する取組状況

景観形成基本計画にデザ
インを追加し、内容をより
充実することとなった。

景観形成基本計画素案
作成
（平成24年12月）
策定懇話会　4回
計画へ追加のデザインを
編集中
ﾃﾞｻﾞｲﾝ分科会　2回
（平成25年3月）

景観形成基本計画策定のため、景
観まちづくりの専門的検討を行うと
ともに、計画案を作成し、パブリック
コメントを実施する。

景観形成基本計
画の策定に向け
た検討

景観形成基本計
画案作成
（平成25年2月）
パブリックコメン
トの実施
（平成25年3月）

市内の大気質や河川の水質について継続して調査
を行い、環境の保全に努めている。

事業内容

未達成の理由達成状況

河川の水質浄化のため設置した東生駒川総合浄
化施設及び瓦谷川・東生駒川・モチ川・薬師堂川簡
易河川浄化施設の適正な浄化能力を維持するため
の管理に努めた。

ハイキングコース及び公衆便所清
掃業務委託

市内を訪れる観光客及び市民が快適に使用できる
よう、市内各ハイキングコースの清掃、公衆便所の
清掃業務について委託する

進捗上の課題

景観まちづくり相談の運営

今年度末の
目標水準

市内全域における自然環境の現況を把握するとと
もに、市内の自然に関する認識を高め、環境保全
意識の高揚を目的として実施する。

【平成23年1月に景観行政団体に移行済み】
市、市民及び事業者が行う景観の形成に向けた取
組みについて、景観アドバイザーから専門的な助言
を得るため、平成２４年１月より開始
平成２４年度毎月開催

景観法の規定に
基づく「景観行
政団体」になる
ことにより、市民
や事業者などと
ともに、自然・歴
史的な景観の保
全・創出を図り
ます。

事業名

【平成23年度　策定済み】本市の景観に関する根本的な方針となる
「景観計画」を策定するとともに、景観条例
を制定します。

取組項目

環境保全意識の高揚と環境教育を推進す
るため、ボランティアとの協働により自然環
境調査を実施します。

取組項目

河川浄化施設の適正な維持管理など、河
川水質の浄化や川沿いの植栽の維持管
理、緑化に取り組みます。

市民が身近に自然的資源にふれあえるよ
う、矢田丘陵遊歩道やハイキングコース、く
ろんどの森などをＰＲするとともに、適切な
維持管理に努めます。
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４　総合評価

［評価基準］　Ａ：目標が十分に達成されている　Ｂ：目標がかなり達成されている　Ｃ：目標がそこそこ達成されている　Ｄ：目標があまり達成されていない　Ｅ：目標が達成されていない

５　総合計画審議会の意見

H22 H23 H24

１　目指す姿の進捗度
市民実感度 ｃ ｃ ｃ

事業者実感度 - ｃ ｃ

aｄ ｄ２　客観指標評価

↑
１（市民）と２（客観）の評価に

２ランク以上の乖離がある場合の原因分析
↓

取組は行われているが、生駒の自然に高い
関心、意識を持っている市民が多くないた
め、あまり知られていない。

ａ

↑
２（客観）と３（行政）の評価に

２ランク以上の乖離がある場合の原因分析
↓

緑の基本計画の目標値が過大すぎる
　・学研第２工区の凍結
　・市民の森や歴史の森などの未着手

緑の基本計画の目標値が過大すぎる
　・学研第２工区の凍結
　・市民の森や歴史の森などの未着手
代替指標で補助指標を設定している

■客観指標と行政の役割分担の内容はリ
ンクしていないため、評価対象にできない。

客観指標（代替指標）評価が達成されてい
るのは、大規模開発による緑化が増加した
ため。

３　役割分担
　　状況

市　　　　民 ｂ ａ

事　業　者

ａ

地域活動等 ｂ ｂ ｂ

ａ

行　政
支援する取組 ａ

ｂ

ｃ

主体的な取組 ａ ａ ｃ

今後の取組についての意見
前年度

最終評価
Ｃ

進捗状況の内部評価
についての意見

総合評価　（主担当課の内部評価） Ｃ Ｃ Ｃ

現状の課題と今後の取組
（内部評価がD以下の場合記入）

ｃ

内部評価を変更した場合の理由 最終評価
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3

5

2

１　目指す姿の進捗度

設問①

件数 比率 件数 比率

39 7.8% 9.0% 9.0 6.5% 6.5 0 0.0% 0.0%

154 30.8% 35.5% 26.6 38.8% 29.1 24 31.2% 36.9%

133 26.6% 30.6% 15.3 28.8% 14.4 25 32.5% 38.5%

68 13.6% 15.7% 3.9 12.9% 3.2 7 9.1% 10.8%

40 8.0% 9.2% 0.0 13.0% 0.0 9 11.7% 13.8%

47 9.4% 11 14.3%

19 3.8% 1 1.3%

500 100.0% 77 100.0%

434 100.0% 54.8 100.0% 53.2 65 100.0%

2 ｃ 2 ｃ 2 ｃ

設問②

件数 比率 件数 比率

52 9.7% 10.7% 10.7 5.4% 5.4 3 3.9% 4.5%

229 42.6% 47.0% 35.3 34.4% 25.8 19 24.7% 28.8%

162 30.2% 33.3% 16.6 37.1% 18.6 30 39.0% 45.5%

27 5.0% 5.5% 1.4 14.2% 3.6 6 7.8% 9.1%

17 3.2% 3.5% 0.0 9.0% 0.0 8 10.4% 12.1%

31 5.8% 11 14.3%

19 3.5% 0 0.0%

537 100.0% 77 100.0%

487 100.0% 64.0 100.1% 53.3 66 100.0%

3 ｂ 2 ｃ 2 ｃ

2.5 ｂ 2.0 ｃ 2.0 ｃ

［評価基準］　得点評価　ａ：７５以上　ｂ：６０以上７５未満　ｃ：４５以上６０未満　ｄ：３０以上４５未満　ｅ：３０未満

【市民・事業者満足度調査　平成２４年５月実施】

目指す姿

得点評価

公園がレクリエーションや憩いの場として安心して利用されている。

環境にやさしく、自然と都市機能が調和した、住みやすいまち

緑・水環境の保全と創出

公園・緑化

①公園がレクリエーションや憩いの場として安心して利用されている。
②花や緑であふれ、｢花と緑と自然の先端都市・生駒｣の実現に向けて着実に取組が行われている。

まちづくりの目標

施策の大綱

基本施策

わからない わからない

１－２　事業者実感度評価

回答 得点評価 前回得点評価 回答

１－１　市民実感度評価

0.0

どちらとも言えない どちらとも言えない 19.2

どちらかというとそう思う どちらかというとそう思う 27.7

そう思う そう思う

2.7

そう思わない そう思わない 0.0

どちらかというとそう思わない どちらかというとそう思わない

花や緑であふれ、｢花と緑と自然の先端都市・生駒｣の実現に向けて着実に取組が行われている。

無回答 無回答

総数 総数

有効回答数 有効回答数 49.6

評価① 評価①

得点評価

そう思う そう思う 4.5

回答 得点評価 前回得点評価 回答

どちらかというとそう思う どちらかというとそう思う 21.6

どちらとも言えない どちらとも言えない 22.7

総数 総数

どちらかというとそう思わない どちらかというとそう思わない 2.3

そう思わない そう思わない 0.0

わからない わからない

無回答 無回答

市民実感度評価 事業者実感度評価

51.1

評価② 評価②

有効回答数 有効回答数
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２－１　指標評価

№

担当課

担当課

担当課

［評価基準］　達成度①：「増加目標」・達成度②：「減少目標」　達成度　ａ：８０%以上　ｂ：５０%以上８０%未満　ｃ：３０%以上５０%未満　ｄ：０%超３０%未満　ｅ：０%以下

２－２　代替指標

■補助指標

№ 主体 進捗

目標

実績

目標

実績

［評価基準］　達成度　ａ：８０%以上　ｂ：５０%以上８０%未満　ｃ：３０%以上５０%未満　ｄ：０%超３０%未満　ｅ：０%以下

代替指標評価

ａ

ａ

市民が主体となって花や緑に関する活動を
している件数。
市内の街区公園・近隣公園・地区公園等を
市民の緑化活動の場として提供し、市民参
加による花と緑のまちづくりの推進を目指し
ます。

305

目標が未達成（ｃ以下）の場合の理由
＜外的要因の有無：□有　□無＞

2 花と緑の活動
件数

行政
以外

［目標設定パターン］　pA：生駒のありたい姿を示す理想的な水準として設定、pB：国県の目標等に合わせて設定、pC：全国平均水準にあわせて設定、
　　　　　　　　　　　　　　pD：過去のトレンド等を踏まえた実現可能な努力目標として設定

公園
管理
課

年度につき１ヶ所の整備を進めている

pＤ

行政．
その他

ｂ
アウトカム

調査サイクル 1年

参考

目標設定
パターン

指標の把握方法（数値の出所）

指標区分 評価

3 6 8

H24年度客観目標

目指す値

H25H20 H24

計画当初値
3 コミュニティ

パーク事業を
全面実施した
公園数［累計］
（箇所）

計画段階から市民との協働により公園
の再整備を図る「コミュニティパーク事
業」の実施公園数。
地域の方々による公園づくりを支援し、
地域のニーズに合った公園の再整備を
目指します。

目標設定
パターン

指標の把握方法（数値の出所）

2 緑化活動の場
所数（箇所）

地域の方々が主体となって緑化活動を
している公園等の箇所数。
市内の街区公園・近隣公園・地区公園
等を市民の緑化活動の場として提供
し、市民参加による花と緑と自然のまち
づくりの推進を目指します。

【補助指標を設定（「緑化活動の場所
数」を「花と緑の活動件数」に変更）】みどり

景観
課

pA 目標が未達成（ｃ以下）の場合の理由
＜外的要因の有無：□有　□無＞

参考指標
187

アウトカム

達成度① 評価

431%

目標が未達成（ｃ以下）の場合の理由

H20 H24

参考

アウトプット
-6%

＜外的要因の有無：□有　■無＞
市街地での適切な公園用地取得が困難であるとともに、指標設定時に見込んでいた学研第2
工区が凍結されていること、また、24年度において民間開発による帰属公園が無かったことに
よる。

21.6

19.7 22.0

計画当初値

都市公園等実態調査より

1 市民一人あた
りの都市公園
等の面積（㎡）

総人口に対する都市公園及び都市公
園以外の公共施設緑地面積等の割
合。
生駒市緑の基本計画の目標値（平成
32年　24㎡）を踏まえ、公園の整備や
公園機能を補う緑地を確保することで、
1人あたりの面積の増加を目指します。

指標区分

公園
管理
課

目標設定
パターン

指標の把握方法（数値の出所）

pＡ

190

調査サイクル １年

指標区分

ａ

H24

19.60 19.66

H24年度客観目標

みどり景観課

直近値

達成度①

75%

この指標を設定した平成16年当時、現在凍
結中の学研第２工区内の総合公園及び,都
市緑地の増加を見込んでいたことや、市民
の森並びに歴史の森等の面積も含んでの
指標であります。平成２１年度に組織改革
があり、市民の森並びに歴史の森について
はみどり景観課の担当になったことから、
指標達成には２課の進捗が関係いたしま
す。また、現在学研第2工区の進捗が全く
目途が立たないことから、昨年度に大幅な
下方修正をしています。

19.62

1 市民一人あた
りの都市公園
等の面積（㎡）

19.53 19.68

H25H24

ｅ

指標名 H22 H23

H25

19.8

1年

177

直近値 目指す値

H21

調査サイクル

H25

219

309 311

315312

7

この指標について

指標名 この指標について 指標の動向

Ｈ24年度客観目標 評価

目指す値

―

達成度①

直近値計画当初値

19.7
19.8 19.7 19.6 19.5

18

19

20

21

22

23

H20 H21 H22 H23 H24 H25

219221
177

217
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■プロセス指標（参考）

№

２－３　客観指標評価

３－１　市民の役割分担状況 ３－３　事業者の役割分担状況

件数 比率 件数 比率

286 54.2% 56.6% 4 5.2% 5.3%

128 24.2% 25.3% 11 14.3% 14.5%

50 9.5% 9.9% 24 31.2% 31.6%

19 3.6% 3.8% 18 23.4% 23.7%

22 4.2% 4.4% 19 24.7% 25.0%

23 4.4% 1 1.3%

528 100.0% 77 100.0%

505 100.0% 76 100.0%

4 ａ 1 ｄ

【市民・事業者満足度調査　平成２４年５月実施】

３－２　地域活動等の役割分担

評価

ｃ

［評価基準］　ａ：十分取り組んでいる　ｂ：取り組んでいる　ｃ：少し取り組んでいる　ｄ：あまり取り組んでいない　ｅ：全く取り組んでいない

３－４　行政の役割分担

（１）市民・地域活動等・事業者が役割を果たせるよう支援する取組

Ａ　部の仕事目標設定事業

取組№ 評価 区分 担当課

11 ｂ 指標 みどり
景観課
公園管
理課

4回のワークショップを実
施し、改修案を作成
事業実施公園数
[累計]  6箇所
（平成25年3月）

5.3

H22

身近な公園を地
域の財産として
活用する意識を
持つ

今年度末の
目標水準

行政以外の
主体の役割

達成状況

十分取り組んでいる

コミュニティパー
ク事業の実施

地域住民による
公園づくりを支
援する、コミュニ
ティパーク事業
の募集を行い、
ワークショップを
開催する。

改修案の作成
事業実施公園数
[累計]  6箇所
（平成25年3月）

市民一人あた
りの都市公園
等の面積（㎡）

H23取組名

民間開発による帰属公園の増加

民間開発による帰属公園の増加

民間開発による帰属公園の増加

十分取り組んでいる

ルールを守り、適切に公園を利用している。

得点評価回答

56.6

回答

客観指標評価（代替指標に置き換えて平均値を算定）

設問

1

得点評価

想定3ｈａの開発面積
の3％

想定3ｈａの開発面積
の3％

設問 屋上緑化・壁面緑化など緑化対策を行っている。

H24

ａ

5.9

指標名 H25

開発事業での帰属公
園は無し

10.9

少し取り組んでいる 5.0 少し取り組んでいる 15.8

19.0 取り組んでいる

あまり取り組んでいない 0.9 あまり取り組んでいない

取り組んでいる

全く取り組んでいない 0.0 全く取り組んでいない 0.0

37.8

総数

未達成の理由取組項目

役割分担状況

・住んでいる地域の公園の管理、ルール・マナーの啓発活動を行う。
安全・安心な公園利用が図られるよう巡回等を行う。
・緑化意識を高め、緑化に関する活動を積極的に行う。

（公園管理課：ｃ）
意識の高い地区とそうでない地区の差がある。旧態依然の総花的施策を望む
地域も多い。市の現状を説明しながら市民の知識、意識の改革をお願いして
いる。
（みどり景観課：ｂ）
花と緑のわがまち助成制度の活用やボランティアによって、市内の公園や学
校、集会所などの公共の場において、積極的に花飾りを実施されている。

地域住民による
公園づくりを支
援するコミュニ
ティパーク事業
の継続を図りま
す。

役割項目

事業名 具体的内容

評価 評価

有効回答数 81.5 有効回答数

無回答

総数

無回答
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16 ｂ 指標 みどり
景観課

ｂ

Ｂ　経常的実施計画事業

取組№ 担当課

11 公園管
理課

12 公園管
理課

13 みどり
景観課

14 みどり
景観課

15 みどり
景観課

17 みどり
景観課

［評価基準］　進捗状況　ａ：目標を上回る達成状況　ｂ：達成済又は実施済み　ｃ：取組みを進めているが目標に達していない　ｄ：事業の検討や計画を開始している　ｅ：着手できていない

（２）行政が主体的に実施する取組状況

Ａ　部の仕事目標設定事業

取組№ 評価 区分 担当課

ｂ 実施計
画

公園管
理課

ｃ 実施計
画

公園管
理課

ｂ その他 公園管
理課

23 ｃ 指標 公園管
理課

住民と協働で地
域のニーズに
合った公園を再
整備します。

公園の整備や緑地を確保すること
により、都市公園等の面積の増加
を図る。

都市公園等の
面積の増加

都市公園等面
積
1,500㎡増加
（平成25年3月）

「生駒市みどりの基金」をＰＲするとともに、
寄附金を募ります。

「生駒市みどりの基金」積
立

22 安心して公園を
利用できるよう
遊具等の施設
の点検を行うな
ど、適正な公園
管理を実施しま
す。

市内公園遊具
設置(平成24年
度分）

平成23年度に引き続き、C判定遊
具の有る公園に新たな遊具を設置
する。

平成23年度繰越事業分として、C
判定遊具の有る公園に新たな遊
具を設置する。

各公園の入り口の段差を改修する
とともに、階段に手すりを設置す
る。

市内公園遊具
設置(平成23年
度繰越分）

楽々アプローチ
事業

進捗上の課題

コミュニティパーク事業

緑の保全及び創造する施策に対し、意見
又は助言を求める。（平成２４年度　５回開
催）
花好き・自然好き市民のネットワークをより
一層拡げることを目的に平成１８年に開
設。（平成２４年度　６回開催）

花や緑や自然
について関心を
持ち、緑化・保
全・活用などに
ついて考える。

２４年度中に実施されたワークショップに
基づいて計画された公園をリニューアルす
る。実施公園は未定

身近な公園を地
域の財産として
活用する意識を
持つ

参加市民の温度差を解
消すること。完成後の体
制作りの困難さ及び継続

現在市内街区公園は自治会と委託契約を
締結し日常的な簡易管理を実施している。
アダプト制度の導入については、検討はし
ているものの、デメリットも多いことかや、
地域の考え方も様々で進んでいない。

生駒市緑の市民懇話会
の開催
花好き。自然好き市民交
流サロンの開催

緑化意識を高
め、地域などで
の緑化に関する
活動を積極的に
行う。

未達成の理由

各地区とも高齢化が進
み、今後委託を解消希望
する自治会が増加傾向
にある。

市民の世代交
代と積極的な地
域交流を図る

申し込み人数が減少傾
向にあるため、講座内容
及び募集のPRを再検討
する必要がある。

4公園の整備完了
（平成25年1月）

国の交付決定の遅れ等
により、年度内に完了し
なかった。

今年度末の
目標水準

達成状況

募金の集め方を思慮する
必要がある。

基金に寄附等を
することにより、
緑化活動に参
加する。

取組項目 事業名 事業内容

取組項目

ボランティア育成の連続
講座の開催

花とみどりの楽校の開設
花や緑のまちづくりの中枢的役割を担う人
材を育成するため、連続講座を開催する。
平成２１年度から開講

54基の遊具設
置完了
（平成25年3月）

事業名 具体的内容

市民などが積極
的に制度を活用
する。
まちなかの緑に
ついて関心を持
つ。

花と緑のわがまちづくり
助成 95団体
生垣助成 14件
（平成25年3月）

104基遊具設置完了
（平成24年10月）

開発公園は一部完成
（平成25年3月）

54基の遊具設置契約の
締結
（平成24年12月）

104基の遊具設
置完了
（平成24年10
月）

講座へ積極的
に参加する。

4公園の整備完
了
（平成25年3月）

民間開発事業の進捗が
遅れているため、対象公
園が未帰属である。

行政以外の
主体の役割

公園アダプト制度の策定

緑の保全及び創造する施策を実施するた
め、平成１９年から施行。広報紙、ホーム
ページ等に掲載するとともに、イベント等で
の募金活動や出先機関での募金箱設置
するなどのＰＲ活動を実施（平成２４年度
２，２００千円：個人６、団体９、その他募
金）

花と緑の景観まちづくりコ
ンテストの実施

公園や学校等の公共的な場所や道行く
人々の目にふれることが出来る場所で取
り組まれている活動を顕彰する。
平成２４年度　２１グループが参加

市民などが「生
垣助成制度」や
「花と緑のわが
まちづくり助成
制度」を活用す
ることにより、ま
ちなかの緑の創
出を図り、緑と
自然のまちづく
りを推進します。

緑化支援制度
の実施

花と緑のわがま
ちづくり助成及び
生垣助成などを
行い、魅力的な
都市環境を創造
する。

花と緑のわがま
ちづくり助成 96
団体
生垣助成 10件
（平成25年3月）

市民・地域活動等・事業者が役割を果たせるよう支援する取組状況

緑の大切さを啓発し、市民や事業者が緑
の創出に取り組めるような制度を整えま
す。

地域住民による公園づくりを支援するコ
ミュニティパーク事業の継続を図ります。

「花と緑の景観まちづくりコンテスト」で、多
くの人々の目にふれる場所での緑化事例
を顕彰します。

地域住民がルール・マナーを守った利用を
し、自分たちで管理できるような制度の構
築・啓発を行います。

緑の市民懇話会や花好き・自然好き市民
交流サロンなど、地域住民と行政がともに
公園の管理・利用について話し合える場・
機会を設けるなどの支援を行います。
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26 ａ 実施計
画

公園管
理課

ｂ

Ｂ　経常的実施計画事業

取組№ 担当課

21 公園管
理課

22 公園管
理課

23 公園管
理課

24 みどり
景観課

［評価基準］　進捗状況　ａ：目標を上回る達成状況　ｂ：達成済又は実施済み　ｃ：取組みを進めているが目標に達していない　ｄ：事業の検討や計画を開始している　ｅ：着手できていない

４　総合評価

［評価基準］　Ａ：目標が十分に達成されている　Ｂ：目標がかなり達成されている　Ｃ：目標がそこそこ達成されている　Ｄ：目標があまり達成されていない　Ｅ：目標が達成されていない

５　総合計画審議会の意見

２　客観指標評価

関係自治会との協議の
遅れ

緑の環境に配
慮した公共事業
を行います。

安心して公園を利用できるよう遊具等の施
設の点検を行うなど、適正な公園管理を
実施します。

市内公園遊具設置工事 国交省の指針に基づいた安全点検をした結果、当
該基準に合わないものを撤去し、国の交付金を貰
いながら平成25年度を目途に完了する予定であ
る。

幹周1ｍ以上の街路樹について、
外観診断と精密診断の方法で不
健全な樹木を早期に発見し、適切
な措置を施す。

街路樹診断 600
本
（平成25年3月）

街路樹診断 720本
（平成24年9月）

行政が主体的に実施する取組状況

市街区域内の用地確保
が困難である

取組項目 事業名

当市は地形上段差解消
が出来ない公園が存在
する

開発等における緑化基準を適切に運用し
ます。

生駒市宅地等開発行為に関する
指導要綱など

指導要綱等に係る緑化基準として、事業者が１区
画の敷地面積が１，０００㎡以上の開発行為等を
行う場合、用途地域に応じて緑化を行う。

事業者に緑化の効果・役
割等の必要性を理解して
もらう必要がある。

街路樹診断の
実施

今後の取組についての意見
前年度

最終評価
Ｃ

総合評価　（主担当課の内部評価） Ｃ Ｃ

内部評価を変更した場合の理由 最終評価

Ｃ

現状の課題と今後の取組
（内部評価がD以下の場合記入）

進捗状況の内部評価
についての意見

ａ ｂ

ｂ ｂ

ａ

ｃ

ｄ

市　　　　民 ｃ ａ

地域活動等 ｃ ｃ

ｄ

主体的な取組 ａ

事　業　者 ｃ

行　政
支援する取組 ａ

ｂ ｂ

３　役割分担
　　状況

事業者実感度 - ｃ

↑
１（市民）と２（客観）の評価に

２ランク以上の乖離がある場合の原因分析
↓

ａ

↑
２（客観）と３（行政）の評価に

２ランク以上の乖離がある場合の原因分析
↓

ｂ

ｃ

市街化区域内の公園用地の確保や借地公園の条
件面での折り合いがつかず現在進捗はしていな
い。また、樹林公園については、みどり景観課が進
めている市民の森制度が重なるため進捗していな
い。

市民実感度 ｃ ｂ

住民と協働で地域のニーズに合った公園
を再整備します。

楽々アプローチ事業 地域自治会等の要望を聞きながら、公園のエントラ
ンスの段差解消や階段部での手摺を設置するな
ど、毎年5公園程度を目途に実施している。しかし、
当市の地形上の問題で段差解消が不可能な公園
が存在する。

１　目指す姿の進捗度

H23 H24

公園の設置ができない場所においては、
借地公園や樹林地なども視野に入れた公
園に代わる施設の整備を図ります。

市内公園整備事業

事業内容 進捗上の課題

H22


